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第23回道路関係四公団民営化推進委員会議事録 

平成14年10月８日（火）14：00～17：23 

場所：道路関係四公団民営化推進委員会室（第10森ビル３階） 

 

○今井委員長 それでは、ただいまから「道路関係四公団民営化推進委員会」の第23回会議を始めます。 

 まず、石原大臣は現在全国都道府県知事会議に出席されておられまして、16時ごろ本委員会にお見えに

なると聞いております。副大臣は若干遅参でございます。 

 それでは事務局長から、報告事項があればお願いします。 

○板野事務局長 根本副大臣は所用によって多少遅れて御出席になります。 

 それから、いつものとおりでございますが、資料のチェックを兼ねて資料の紹介をさせていただきます。 

 いつものとおり議事次第等がございまして、その後でございますが、資料1-1、1-2、資料2、田中一昭委

員提出資料、それから資料3、これまでが建設中路線の取扱いについてということで、前回お配りした資料

をそのまま基本的には提出をさせていただいております。 

 なお、資料1-1は、前回いろいろ御注意があって、訂正をすべきところを訂正しておるものでございます。 

 田中委員からは、本日、追加の提出資料がございまして、「追加分」と表紙に書いてあるものでございま

す。 

 それから次に資料 4、資料 5、これは前回お配りしたものでございますが、議論に入っておりませんので、

改めて再提出をさせていただいているもので、一般有料関係、本四公団の債務関係でございます。 

 そのほかに、本日、猪瀬委員から提出資料が出ております。また一枚紙でございますが、川本委員からも

提出資料が出ております。 

 一番下でございますが、前回の会議で新聞報道について、日本道路公団に対して資料管理等について調査

をするということで委員長に一任いただいて、委員長から総裁あてにその照会を行っておりまして、その答

えが来ておりますので、これは後ほど御紹介させていただくものでございます。 

 以上が本日お配りしております資料でございます。 

○今井委員長 それでは議事に入る前に、今、説明がありました新聞報道に関連いたしまして、日本道路公

団総裁に対して情報管理についての調査を求めた件について、公団から回答がありましたので、事務局から

報告させます。事務局どうぞ。 

○藤田参事官 一番最後に付けてございます文書でございますけれども、まず、公団からの手紙を紹介しま

す前に、一番後ろのページに委員長から公団総裁あてに書簡を出しておりますので、それを御紹介させてい

ただきます。読ませていただきます。 

         10月３日付け日本経済新聞及び朝日新聞による 

         日本道路公団保有資産に係る報道について 

 １．当委員会が貴公団に対し９月末日を期限として依頼した固定資産に係る調査結果に 

ついて、当委員会が了知する前に報道機関に提供され、極めて問題のある形で調査結果が報道された

ことは、極めて遺憾である。 

 ２．このような情報が外部に提供され上記報道に至った背景としては、貴公団内の情報 

管理に係る問題があると思料される。ついては、貴公団として情報提供の経緯、情報の管理状況に係

る必要な調査を行い、善後策と併せて回答をいただきたい。 

 これが当方から出しました文書でございます。 

 １枚目に戻っていただきまして、公団からの返事でございます。題名は省略させていただきます。 
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１ 貴委員会に提出する目的で作成した、固定資産税算出のための基礎データが、貴委員会において調査・

審議される前に、報道されたこと及びその報道が当該基礎データを道路資産額とみなして当公団について

「債務超過」としたことは、当公団としても極めて遺憾です。 

２ 貴委員会ご指示の調査については、本日、データ作成を行った者及び本件データの内容を知り得る立場

にあった者など役職員36名に、面談によるヒアリングを行った結果、報道機関に対する情報提供等の事実

は認められませんでした。 

 なお、報道機関に対し、本件の取材経緯等について問合わせを行いましたが、回答は得られませんでした。 

３ 今後とも、貴委員会に提出する資料については、資料の作成にあたる者を極力限定するとともに、資料

管理の重要性を改めて役職員に徹底する等、情報管理に遺漏なきよう万全を期する所存です。 

 別紙で今回、事務局指示に基づきまして、固定資産税算出のための基礎データの経緯が、指示ですとか、

作業ですとか、そういう経緯が時系列で書いてございます。説明は省略させていただきます。 

 以上でございます。 

○今井委員長 本件に関連いたしましては、川本委員から資料が提出されておりますので、説明をお願いい

たします。 

○川本委員 私の資料、非常にテクニカルな話でございますけれども、先日お配りをいたしまして御説明を

申し上げました資料の２ページ目でございます。 

 私といたしましては、厳格な資産の把握、それから情報開示をお願いしたいという点に変わりはございま

せん。ただ、テクニカルな点でお手元の資料の下の方に括弧で囲ってございますけれども、補償費の内容に

ついて、先日の資料では、一番下のポイントの工事の騒音や振動により与えた損傷に対する弁償金や慰謝料

的な費用が多いのではないかというふうに記述をいたしましたけれども、それはその後、会計の先生とか、

あるいは工事会社の方とかにインタビューさせていただいた結果、そこの慰謝料的な費用というのは、近年

では技術的な理由によって、こういうものは非常に減ってきているというようなことでございました。 

 それを訂正をさせていただきたいのと、あと先日の資料で、ポイントを４つ書かせていただいて、更地に

する費用と営業補償については書かせていただいたのは同じなんですけれども、建物の再建設費用、もとか

らあるビルをほかの場所に建て直す費用というのが資産として計上されているということで、これは自らの

資産になるものではないため、資産計上するのは不適切ではないかなということで、私、前回のぺーパーに

は、これは書き漏らしておりましたので、この点も含めて、資産の厳格な把握というものに努めていただき

たいというふうに思っております。 

 非常にテクニカルな点で恐縮でございますけれども、間違いがあってはいけないと思いまして御説明申し

上げました。 

○今井委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、この問題について、ほかの委員から御質問、御意見があればお伺いしますが、よろしゅうござ

いますか。 

○猪瀬委員 国税庁の法人税基本通達の中で、7の3の5で、「建物等の取得に際して支払う立退料等」と

いうのがあって、法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料その他立

退きのために要した金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入すると書いてある。一応参考のために。資

産としてみなせるということですね。 

○今井委員長 それでは本日の議事に入りますが、本日は前回審議に引き続きまして、個別の検討課題につ

きまして討議いたしたいと存じます。 

 本日の議題は、前回議論のありました建設中路線の取扱いのほか、今後の一般有料道路のあり方、本四公
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団の債務処理、この３つでございます。このうち、建設中路線の取扱いにつきましては、石原大臣が御出席

される時間帯に議論することが適当と思いますので、議事の後半に回すことといたしまして、まず一般有料

道路と本四公団について、順次討議を行いたいと存じます。また本日、猪瀬委員及び田中委員から提出され

ました資料につきましては、建設中の路線の取扱いなど、それを議論する中で御説明いただきたいというふ

うに思っております。一般有料については、一般有料のところでお願いしたいと思います。 

 それでは、まず一般有料道路の今後のあり方につきまして、事務局からまず説明をお願いいたします。 

○森田参事官 それでは、お手元の資料の資料番号４、資料４で一般有料のあり方についての御説明をさせ

ていただきたいというふうに思います。Ａ４の横使いでつくっております資料４でございます。 

 まず、一般有料道路事業の現状についていくつかまとめております。 

 ①では、特に財務面からの状況でございますが、数字は平成13年の決算値をベースにしております。59

路線あって、そのうち、営業中路線の要償還額としては現時点で４兆6,332 億円ございます。それから、

収入、償還準備金の繰入等推定、４つ目黒ポツのところ、営業中道路の要償還額、今の４兆6,000 億を償

還準備金等繰入額の合計が443 億ということになっていますので、その割り算をすると105 倍と、こうい

うことになります。 

 それから、一番最後の黒ポツのところには、管理費が収入を上回っている路線として３路線あるという現

状を書かせていただいております。油坂峠道路、深川留萌道路、富津館山道と、こういうような３路線がご

ざいます。なお、富津館山については、明らかに地図で見ますと、前後の道路がまだ未整備なものですから、

それがつながれば大分様相が変わってこようかというふうには推察できる路線でございます。 

 以上が13年の財務データから見たときの概要でございます。それを①にまとめさせていただきました。 

 それから②では、改めてでございますが、制度上の特徴として何点かまとめさせていただいております。

ポイントで御説明をすると、まず最初の黒ポツにあるとおり、一般有料道路は個別採算制をとってきておる

ということが一番のポイントかと思います。 

 ４つ目の黒ポツでありますが、さは言いながら、損失補てん引当金という制度を導入しております。これ

はどういうものかというと、交通量などの将来事情の不可測性等によりまして、借入金を料金徴収期間満了

時までに返済できなかった場合に備えて、すべての一般有料道路について料金収入の一部を引き当てて保険

として積み立てておこうと、こういうような制度をとっておるということがございます。個別採算ではある

けれども、損失補てん引当金ということでもって相互に、いわば保険を掛け合っている制度も持っておると、

こういうことが１つございます。 

 それからもう一つ５つ目の黒ポツでありますけれども、最近の一般有料道路事業の進め方を簡単に書いて

おりますが、採算性を確保する観点から、例えば用地取得であるとか、工事の一部を直轄等が行って、残っ

た分を有料道路事業としてやっていただく、通称合併施行と言っておりますが、そういったものを採用する

のが大多数となっております。有料道路事業が行う分野は、有料道路事業としてペイするであろうと思われ

るところを将来交通量等からあらかじめ算定をして、その範囲内にとどめる。残った部分は、できない部分

は直轄等があらかじめ行っておくと。そういうような方法をとっている例が最近は多いと、こういうことを

まとめさせていただきました。 

 ③は、これから個別採算をとっておりますので、計画では逐次料金徴収期間が過ぎれば、あるいはその償

還が終われば、どんどん無料開放されていきます。そのタイミングを５年ピッチでまとめさせていただきま

した。平成20年以前に卒業できるものが３路線、以降平成25年までにはさらに８路線、平成30年までは

さらに７路線と、こういうようなことを表の形でまとめさせていただいております。 

 それから④では、無料開放等の実績ということで表の形でまとめさせていただきました。上の段、料金徴
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収期間満了又は償還満了で本来道路管理者に引き継ぐという、これが一番代表的な本来のパターンでござい

ますが、そういうものが37路線実績としてあると、こういうことでございます。 

 それから、諸々の事情で償還満了期間以前に、本来道路管理者あるいは都道府県の公社などが大半でござ

いますが、そういったものに移管をする例もございます。この場合には残債務の処理は、そこにあるとおり、

有償でそれぞれ引き取っていただくというのが原則でございます。引き取った後は、無料又は有料という扱

いを受けておるということになっております。そういった路線も40路線はあると、こういうことをまとめ

てさせていただきました。 

 次のページに行きまして、２ページに行って、⑤に書いてあるのは、８月６日の第１回の集中審議のとき

にお出しした資料の簡単なエッセンスでございます。交通量が伸びなしのケースで、将来金利４％、公租公

課なしであっても伸びなしであれば、そこにあるように、48年時点でもって営業キャッシュフローがマイ

ナスになると。その時点で5.1 兆円の有利子負債が残るのではないか、このような試算を出させていただ

いております。もちろん同時に、交通量が既定計画どおり伸びれば、公租公課なしであれば債務の返済は可

能でありますが、伸びなしのケースにどうなるかということも８月６日にお出ししておりますので、そのエ

ッセンスを⑤にまとめさせていただいております。 

 以上が今までの一般有料についての現状でございます。 

 ２のところで、中間整理で委員会に今までの審議をまとめていただいておりますけれども、その中で特に

一般有料に関しての部分を①に書かせていただきました。「日本道路公団の一般有料道路は、同公団の高速

自動車国道と原則一体として処理する。」このようにまとめていただいております。 

 それから、私どもの方でまとめさせていただいた意見として、②に、およそこのような御意見をいただい

ておるのではないかというようなことで３点ほど書かせていただきました。一般有料道路事業の赤字は公団

トータルとして処理すべきではないか。公団トータルで債務返済が済むまでは、一般有料道路も無料開放し

ないということがよろしいのではないか。あるいは高速と一般有料道路、特に高規格の一般道路有料道路と

高速の線引きがなかなかわかりづらいと。このような御指摘もいただいておるというふうに理解をしました

ので、このようにまとめさせていただきました。 

 以上のようなことを踏まえて、３以降で一般有料道路事業のあり方についての基本的な考え方として、今

日論点として提示させていただくものをまとめさせていただいております。 

 まず最初に、１）に書いておりますけれども、今後の方向性を検討する際の問題意識として、都合４点ほ

ど問題提起をさせていただきました。 

 ①は、基本的認識としてどういう立場に立つかということであります。一般有料道路の収支をできる限り

一般有料道路の中で確保するかどうか。そういう基本的なところがあって、２、３、４でもって具体的な代

替案を、検討の案を次のページ以降で４つほど提示させていただいておりますが、その案をつくる上で、そ

の考え方としてベースに持ったその案を２、３、４にまとめさせていただいております。 

 ②は、一般有料道路について、個別採算を含めて全体でその採算性を確保するかどうか、あるいは一般有

料道路の中身を分析してネットワーク型、高速道路と一体となって機能する路線と、それと単独で機能する

路線（バイパス型）の２つの区分で考えるかどうか。そういう問題意識が②でございます。一有を全体とし

て考えるのか、それとも、ネットワーク型とバイパス型の２つに分けて考えるのかと、こういうことでござ

います。 

 それからもう一つは３番目にありますけれども、「高速自動車国道と原則一体として処理」するというふ

うにまとめていただいております。一般有料道路事業の料金徴収期間を高速道路と同じようには考えるべき

かどうかといったことは③でございます。あるいはその料金徴収期間を一般有料全体で返済が可能な時期ま
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でとするかといったことが④でございます。ネットワークか、バイパスかという路線の見方、それから料金

徴収期間をどう考えるかみたいな観点から３ページの案をまとめさせていただいております。３ページで表

の形でまとめさせていただきました。 

 大きく言うと、案－Ａ、Ｂ、Ｃの３タイプございます。案－Ａは、現行計画どおり。それから案－Ｂは、

ネットワーク型のみ高速と同時期まで返済期間を延ばすパターンであります。案－Ｃは、一般有料道路全路

線を高速と同時期まで料金徴収期間を延ばすという案でございます。 

 それで、案－Ｂについて、さらに２つ案を設けさせていただいております。これはＢ－１のところに書い

ておりますけれども、既に引当済みの損失補てん引当金が現時点で3,400 億ほど上がっていることになっ

ております。その引当済みの補てん金を早期に無料開放となるバイパス型に充当していこうという考え方で

あります。 

 それからＢ－２というのは、現時点でネットワーク型とバイパス型のそれぞれに、未償還額に応じて今の

損失補てん引当金を配分したらどうなるかということであります。従来の損失補てん引当金の処理の仕方で

いきますと、Ｂ－１のような処理になります。逐次卒業するたびに、その借金を返しているかどうかのチェ

ックを行って、返してなければ、損失補てん引当金の中で処理をするというのが従来の整備でございますの

で、そのとおりやっていくというのがＢ－１、バイパス型が卒業するのは早いものが多いものですから、そ

ういうことになります。そういうことではなくて、とりあえず、現時点で一度整理してみようというのがＢ

－２であります。そのときに、未償還額に応じてネットワーク型とバイパス型に割り振ったらどうなるであ

ろうかといったのがＢ－２であります。 

 そういうようなことで、考え方としてはＡ、Ｂ、Ｃ３つですが、案としては４つ、その表に書かせていた

だきました。いずれも、そこに書いてある数字は、将来金利４％、交通量は伸びなし、公租公課がなし、そ

れから管理費は現行計画ベースであります。それから計算上、料金徴収期限を平成62年度においておりま

す。それからアクアラインの料金は現行料金でずっと将来とも固定をするという前提で行っております。 

 案－Ａにつきましては、先ほどもお話をしたとおりでありますが、平成48年時点で営業キャッシュフロ

ーが赤に転じます。赤に転じた時点で5.1 兆円の残債務が残るというのが８月６日にお出しした内容であ

りますので、そのことを書かせていただいております。 

 それから、案－Ｂで見ていただきますと、バイパス型については引当金を充当できれば、結果として引当

金と、それ以降、自分で稼ぐ料金収入でもって債務をほぼ償還できるであろうということになります。それ

を残債務０兆円という形で書かせていただきました。そのときに、ネットワーク型がどうなるかということ

でありますけれども、平成62年時点で1.2 兆円ほどの残債務が残るのではないかと、このような計算でご

ざいます。 

 それから案－Ｂ－２ でありますけれども、これはそこにあるように今度は逆にネットワーク型がほぼ債

務の償還を終えて、なおかつ若干ですが、0.2 兆円の余剰金が残るというと、こういう計算でございます。

62年時点の余剰金でもあるし、それから計算の精度からいっても、これはほぼトントンだという理解をし

ていただきたいというふうに思います。Ｂ－２ではＢ－１と全く逆の関係になって、ネットワーク型が大体

自分の借金をほぼ償還できる。それからバイパス型が54年時点でやはり1.1 兆円ほど未償還を残して事業

として終わると、このような計算でございます。 

 それから案－Ｃ、そういうネットワーク型、バイパス型に区分せずに、全路線を高速と同じまで料金をと

ったらどうなるかということでありますが、そのときには、これはたまたまでありますけれども、高速とほ

ぼ同時に、ほぼ有利子負債を償還できると、こういうような結果になりました。 

 以上が試算見通しの結果であります。 
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 それぞれかぎ括弧で下に書いてありますのは、どういうことをすれば、その債務が０になるかというよう

な事柄を、簡単にさらに追加の計算として行っております。 

 Ｂ－１のケースで見ますと、債務が残るのはネットワーク型の方に残りますので、その場合に、料金徴収

期間を62年度から、さらに４年間延ばせば、ほぼこの債務は返済できるのではないか、あるいは一般有料

道路全体の管理費を10％削減していけば、62年時点でもって債務をほぼ償還できるだろうと、こういうよ

うなことが出ております。 

 それから、Ｂ－２のケースはバイパス型に債務が残ります。そのときには1.1 兆円債務が残るというふ

うにお話をしましたけれども、例えば、平成14年時点でその債務を6,000 億ほど本来道路管理者等に債務

区分で有償移管する等の措置をとれば、これは残債務が残らないという試算が出ております。 

 それからＢ－１は、一応債務は全部残りますが、さらに追加として計算をしましたのは、引当金3,000 

億を入れてありますけれども、さらにその追加で、例えば3,000 億ほどの有償移管等の処置をすることに

よって、償還期間まで料金をとることなく、すぐに無料開放できるというような試算も併せて行ってみまし

たので、そのことをその中には書かせていただいております。 

 以上が試算の結果でございます。 

 それで４ページ以降、いくつかの検討する際の主要な論点ということをまとめてさせていただきました。 

 ①では、償還期間を延ばすことについての見方をまとめさせていただいております。先ほどの試算は、ネ

ットワーク型とバイパス型に分けるというのが１つのポイント。それから償還期間を延ばすというのが２つ

目のポイントでありますけれども、①のローマ数字のiiのところでありますが、料金徴収期間を当該路線

の返済に必要な期間を超えて延長されるものが当然に先ほどの計算では出てまいります。その結果、個別路

線ごとに見ると、投資総額及び管理費を上回る料金徴収になる路線が出てまいります。そういった事柄をど

のように考えるのかということが１つ問題ではないか、このような整理をさせていただきました。 

 iii のところありますけれども、特にバイパス型と区分される路線は、ネットワークとして全くほかの路

線とつながっておりませんので、料金徴収期間を延ばすことについて許容していただけるかどうかというこ

とは大きな問題ではないか、このように考えております。 

 同様のことを、今度は別の視点から②にまとめさせていただきました。一般有料道路事業は、あらかじめ

いついつまでの料金徴収期間ですということを地域の皆さんに御説明をしながら仕事をやってきております

ので、料金徴収期間を延ばすことについては、やはり地域の理解を得ることが必要ではないかというふうに

考えましたので、そのように書かせていただいております。特にバイパス型については、ネットワーク型を

構成していないということと、地域においては無料開放に強い期待があると、このようなことでございます。 

 さは言いながら、バイパス型について見ると、先ほどの試算でもお話ししたとおり、償還できるという考

え方と最大で1.1 兆円ぐらい残るのではないかと、このような幅の試算をお示ししましたけれども、そう

いう最大で1.1 兆円、平成50年時点のオーダーの金額でありますが、そういったものの未償還額をどのよ

うに処理するのかという事柄がやはり問題ではないかというふうに思われますので、それを②に書かせてい

ただいております。様々な対応策を早期に検討する必要があるのではないかと、このような整理をさせてい

ただきました。 

○猪瀬委員 説明の途中ですみませんけど、地図が置いていないとわからないですね、どこがどれなのか。 

○森田参事官 今、地図というお話をいただきましたので、地図は一番最後に付けさせていただていないで

しょうか。 

○田中委員長代理 資料60の前の地図じゃないのですか？ 青と赤で入っている。 

○猪瀬委員 どれがネットワークで、どれがバイパスか風景として見えないとイメージがわかないから、そ
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このところをちょっと出して見ながらやれるようにしてください。 

○森田参事官 机上備えつけ資料の資料番号60、ページは７－６であります。机上備えつけ資料の資料の6

0を見ていただくのと、それと、今、御説明をさせていただいております資料のうち、６ページ目に簡単な

フローチャートがあります。この２つを見ていただきたいというふうに思います。 

 まず地図の方で見ると、バイパス型で一番わかりやすいのは、ちょうど地図の真ん中に琵琶湖がございま

すけれども、琵琶湖のすぐ西側に５ミリほど塗ってある部分があると思います。これは国道161 号の湖西

道路というものでありますが、これが前後の高速道路ネットワークと関係なく単独で有料道路として営業し

ているものであります。例えば、こういうものがバイパス型であります。 

 もう一つ例をお話をすると、静岡県内に入って、浜松から静岡にかけていくつか、三ヶ日というところへ

も塗ってありますし、その隣に18番、あるいは34番、33番というふうにありますが、これがそれぞれ国

道１号のバイパスとして現在営業しておる有料道路です。これも今の高速道路のネットワークとは独立をし

て営業しております。そういったものをバイパス型というふうにとりあえず考えております。 

 それで、今度こちらの今日の説明資料の６ページに戻っていただいて、もう少しそこのところを概念とし

て整理をしてみたのがこのフロー図であります。タイトルが「高速道路と一体となって機能する一般有料道

路」と、こういうふうに書いておりますが、まずスタートのところが「高規格幹線道路網（14,000km）の一

部か？」ということであります。一部であれば、yes で右に行きます。そのときに、「有料道路で経営して

も一定以上の利用が見込める路線か？」というさらにクエスチョンを入れて、ここでもyes になったとき

に、「高速道路と一体となって機能する一般有料道路」と、このように判断をしました。 

 これはどういうことかというと、今度はもう一度資料60の地図に戻っていただきまして、ちょうど地図

の真ん中辺、岐阜県の上の方に白鳥という地名が書いてあると思います。東海北陸自動車道の白鳥でありま

すけれども、７番ですね。白鳥から福井に向かって３ミリほどの線が出ておると思います。よろしいでしょ

うか。これは道路名で言うと、中部横断自動車道という路線の一部であります。中部横断自動車道の油坂峠

道路という路線でありますが、これはネットワークとしてはつながっておりますけれども、現時点で管理費

が収入で既に賄えない状況になっております。こういう例はすごく稀でありますけれども、こういうものも

ないわけではないので、こういったものはネットワークとして位置付けられるけれども、引き続き有料道路

として営業していくのは適当ではないのではないかというふうな判断をして、ネットワークの中だけれども、

こういうものは除くというふうに判断をしました。 

 なお、現時点でそういう扱いをしているのは、この油坂峠道路と北海道にある深川留萌という道路であり

ます。深川留萌というのは北海道の真ん中辺に、路線番号で言うと１番ですね。 

○中村委員 ここのところにnoというのを書いておかなきゃいけないわけですね。 

○森田参事官 そうです。フローチャートとしてはnoを入れないと適切ではありません。 

○中村委員  ネットワークから除くと。 

○森田参事官 はい。それから、今度はもう一度スタートに戻っていただいて。 

○猪瀬委員 油坂峠ってどこのこと？  飛騨のこと、じゃなく、油坂峠ってどれですか？ 

○森田参事官 油坂峠道路というのは、７番と書いてある部分です。 

○猪瀬委員 ７番のどっち向いたやつ、これ、７番は２つあるでしょう。 

○森田参事官 ７番は白鳥から福井北というのに向かっていく部分です。 

○猪瀬委員 これが油坂峠？ 

○森田参事官 そうです。 

○猪瀬委員 ７番の高山へ向かうのは何なの？ 
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○森田参事官 これは高山清見道路ということで……。 

○猪瀬委員 名前別なの？ 

○森田参事官 別ですね。 

○猪瀬委員 ７番は２つあるわけで、７番の油坂峠の部分がバイパスじゃなくて、ネットワークから落とす

ということ？ 

○森田参事官 ネットワーク型なんだけれども、管理費も出ていない状況なので、これはネットワーク型と

いえども、一般有料事業として営業を管理していくのは適切ではないのではないかというふうにこの計算で

は判断をしたと、そういうことです。 

○猪瀬委員 高山清見は別だということね。 

○森田参事官 これはまだ建設中ですね。 

○猪瀬委員 ６の方にくっつくまで建設ということ、これ？ ７は高山の方は、６の方にくっつく方向にな

っているわけ、結局。高山清見というのはどっちに向かっているの、高山平井の方へ行くわけ？ それとも、

飛騨清見になっているから、これは７と７の白鳥のところにつながる予定なの。 

○森田参事官 飛騨清見といのうは緑色に塗ってある７の起点の地名なんですね。ちょっと地図のかき方が

わかりづらいですか。 

○田中委員長代理 ちゃんと色がつけてあるからわかります。 

○片桐次長 ７番は福井北から松本までが一本の道路と思ってください。全部やって中部横断です。 

○猪瀬委員 結局、福井北からずっと来て、平井のところまで来るというわけ？ 

○片桐次長 さらに最後は松本まで。 

○猪瀬委員 松本までずっと行くのがこの道路の名前なのね。 

○片桐次長 中部横断です。 

○森田参事官 続いてよろしいですか。もう一度今日の資料の６ページに戻りますけれども、スタートライ

ンで「高規格幹線道路網（14,000kmの計画）の一部か？」ということがまずクエスチョンとして、それに

対して今yes の方向の御説明をしましたけれども、noのケースでありますが、noのケースのときに、２つ

のグループに属する一般有料道路は、やはり高速道路と一体となって機能する路線というふうにグルーピン

グしてよろしいのではないかというような考え方であります。その２つというのはどういうのかというと、

１つは、高速道路に接続をしておって、いわばロングランプ的に利用される路線で、そういうことで道路利

用者の利便性の向上に資する路線で、なおかつ一定以上の利用が見込める路線と、こういうようなものは高

速道路と一体となって機能する道路というふうなカテゴリーを入れてもいいのではない。高速道路と接続し

ておって、一定以上の利用が見込める路線、それからもう一つは大都市周辺の道路、一般有料道路でありま

すけれども、大都市圏において、環状道路、高規格幹線道路と都市圏を結ぶ有料道路、これはやはり高速サ

ービスを提供して道路網の効率的な利活用に資するというふうに判断できますので、そういったものは高速

道路と一体となって機能する一般有料道路というカテゴリーで把握していいのではないか、このような問題

意識でこのフロー図をかかせていただいております。 

○中村委員 ちょっと典型例を言っていただけるとイメージがわきやすいのですが上の方はどれですか、ロ

ングランプ云々というのは。 

○森田参事官 ロングランプというのは、例えば……。 

○中村委員 ここに例として書いておいていただければわかりやすかったですね。 

○森田参事官 例えば関東圏でいうと、小田原厚木道路、東名高速の厚木というのが書いてあると思います

けれども、厚木から小田原に向かって延びる路線があります。これは東名と接続をしておるということから、
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いわば東名と一体となって営業した方がより合理的ではないかと、こういうことであります。 

 それから、三大都市圏と高速道路を結ぶというネットワークでいうと、例えば、今度は大阪に行きますと、

第２京阪の道路なんかがそういうことに該当すると思います。大阪圏は下にさらに拡大図がありますで、門

真から16番ということで、京都に向かって進んでいる路線があると思います。例えば、こういったものは

高速道路と三大都市圏を結ぶと、そういう有料道路としてグルーピングしてもいいのではないかと、このよ

うに判断をしました。 

○中村委員 さっきのネットワークから除くというのが油坂峠道路だと。no というところですね、油坂ね。

はい、わかりました。 

○川本委員  すみません。これはスタートから左に行って２つに分かれているんですけれども、ロングラン

プか大都市環状道路へということ以外のカテゴリーもあるのですか。noの中にはどういうカテゴリーのも

のがあって、その一部なのか、全部なのか。その辺、すみません、ちょっと勉強不足で教えていただけたら

と思います。 

○片桐次長 これ以外は全部除くということです。さっき言った典型的な湖西なんかは、どっちの起点にも

当てはまらないから除くということになります。 

○川本委員 noの中から取り出したものがこの２つだということですか。 

○片桐次長 ロングランプと大都市圏の環状道路はすくい上げたということになります。 

○田中委員長代理 そのついでにちょっと教えてください。今、例示された左のnoとなった２つですね。

これは14,000kmの計画に入れなかったのはどういう理由ですか、逆に。 

○柴田次長 そもそも高規格幹線道路ではないから一般有料道路でやっているんですけれども、今回の処理

としてネットワークを結んでいるから、これと一体的に料金の償還期間なんかを考えたらどうかということ

を言っているわけでございまして、そもそもは高規格幹線道路ではないわけでございます。 

○田中委員長代理 私の質問は、高規格幹線の道路網に組み込まなかったのはどういうことなんでしょうか

ということを聞いているわけです。 

○柴田次長 高規格幹線道路に組み込むものにつきましては、国土の骨格を成しまして、大都市と大都市を

結ぶだとかというようなものが法律で決まっておりまして、国幹審等で決められたものでございます。それ

と比べると広域性が少ないという事実があるわけでございます。そこまでは国土の骨格を形成するものでは

ないと。だから、この中でも都市圏と結ぶものだとか、高規格幹線道路、高速国道等ロングランプ的に使わ

れているものという説明を今いたしているわけでございます。 

○森田参事官 それでは今日の資料の５ページに戻っていただきたいというふうに思います。 

 試算結果の御説明をして、それから、いろいろ御議論いただくときの見方として、１つは償還期間の問題

を提示させていただきました。それから５ページ目では③として、まさに今御質問のそもそも高速道路と一

体となって機能する一般有料道路とは具体的にどのような道路を想定するべきかというようなことを、問題

提起としてここにも入れさせていただいておりますが、説明はもう終わりました。 

 それから、４）でその他の課題として、補足する課題としていくつか整理しておりますのは、１つは、こ

れから整備する一般有料道路事業については、原則として、今お話ししたような高速道路と一体となって機

能する路線に限定してはどうかというような問題提起をさせていただいております。それから、これから整

備する路線については、交通量の見直しなどを行って、いずれ、合併施行で行う路線が大半だと思いますけ

れども、そういう合併施行の施行区分を見直すなどして、できる限り採算性の確保を十分に今からチェック

をする必要があるのではないかということを①にまとめさせていただきました。 

 それから②に、料金徴収期間を仮に一定として、料金水準などをどう考えるべきかという事柄があるので



 10

はないかというふうに思います。やはり一般有料道路は個別でスタートしておりますので、料金水準が若干

でこぼこがございます。それをそのままに将来にわたって維持かするかどうかと、そういう問題もあるので

はないかというふうに思われます。もちろん管理コストの徹底的な削減を高速本体と同じようにやっていた

だくべきだと 

いうふうに思いますので、それは③に書かせていただきました。 

 それで、料金水準の資料は先ほどのフローチャートの次のページに入れさせていただいております。表の

見方は、横軸が延長で縦軸が料金であります。したがって、海南という路線が左から３分の１ぐらいのとこ

ろにあると思いますが、これは10キロ走ると900 円の料金をいただくと、こういうことであります。した

がって、キロ当たり90円ということになりますが、そういうようにつくった資料であります。一般有料道

路を起点から終点まで全部走ったときにいくら料金をいただくか。それで、線で入れてあるのは高速道路の

場合の料金水準であります。高速道路は普通キロ24.6円と言っておりますが、ターミナルチャージという

形でインターチェンジの利用料をいただいておりますので、それが150 円いただいていますから、Ｙ切片

が150 のところから線がスタートして、それから24.6円の傾きでもって右肩に上がっていくと、こういう

ことであります。大都市部は若干割増がございます。 

 これで見ていただきますと、一般有料はでこぼこがありますけれども、大体利用距離が15キロぐらいの

ところまでに固まっておって、大まかにみれば、大体高速の前後に張りついておるのかなというふうには思

いますが、いずれにしても、路線ごとに若干でこぼこがございますので、それをどのようにするかというこ

とも１つのテーマではないかというふうに思われます。それを５ページに書かさせていただいたということ

であります。 

 それで、料金について、特に４番目ではアクアラインの料金水準についてどのように考えるべきかという

ことを、これは問題提起だけでありますけれども、そこに書かさせていただきました。先ほどの試算では、

現在、平成12年から平成19年間の間の措置として3,00円の料金をいただいておりますが、それがずっと

続くという計算をしておりますけれども、いずれ、そこにあるような計画では4,000 円、4,900 円という

形で上がってまいります。このアクアラインの料金をどう考えるかということであります。もちろん下げる

場合には、その補てんをどうするかということがすぐについてまいりますので、随分大きな問題かというふ

うに思いますが、問題提起としてはさせていただいたと、こういうことであります。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。 

○猪瀬委員 先ほど田中さんから高規格幹線道路網そもそもという話がありましたけれども、国幹審の決め

たものというのは余り体系性がないものであったのだろうというふうに理解して、そうであれば、このyes

 へ行くのと、noからyes へ行くのとがもう一度高速道路と一体となって機能する一般有料道路という形で

再編成されれば、これは細かい技術的な問題はいろいろとあると思いますが、かなり画期的なものだという

ふうに思われますけれども、こういうふうに再編成されるならば。新しい国幹審を超えたネットワークの再

編成というふうに理解できますのでよろしいかと思います。ただ、これからまだ細かい詰めがいろいろ出て

くるでしょう。 

○田中委員長代理 私が今日追加で出したペーパーの２ページ目をちょっと見ていただきたいと思います。

今、森田参事官がおっしゃった問題意識、あるいは問題提起と非常に似ておりますが、ある程度頭の整理を

するために、過去の例なんかはこれからもいろいろ事務局で整理してもらいたいと思うんですが、ちょっと

私の整理を申し上げたいと思います。 

  まず１、２と書いておりますが、私たちは高速道路と一体として処理するとしましたけれども、その意味

するところは一体どういうことなのかということで、今森田さんの説明でも大体そういうことかなと聞いて
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おりましたが、債務返済の一体化なのか、事業期間の一体化なのかという区分けをしてみる必要もあるので

はないか。債務返済の一体化と言っておるのは、一般有料道路の損失は赤字になるのが非常に多いんですが、

損失を例の損補で補てんするにしてもなお残るのがあります。これを高速道路の利用者負担で補てんすると

いうことになると思いますが、それはどういうふうに理論付けるのかなという、やっちゃえばいいという話

なのかどうかということですね。 

 それから、これは以前も片桐次長の方から話がありましたが、日光の一般有料道路などは４年後開放だっ

たと思いますが、相当の損失が出てくる。これを一般の高速道路に一体化する、借金をその中でこなしてい

く。ところが、今1キロ当たり24.6円というのも、これは9342を前提に計算してあるわけで、これに一有

を入れた場合に、その借金を入れた場合に一体どういう理解でいけばいいのかという問題です。考えている

とわからなくなったので、質問として出しております。 

 それから２つ目に、「事業期間の一本化か？」という意味は、中間整理で、私たちは永久有料については

議論しないと、こういうことになりましたが、今の例で言いますと、４年後に無料開放ということなる。本

来の管理者に返していくということなんですが、それをずっと高速道路と同じように50年間料金をとり続

けるということになると、そこら辺の考え方は、道路公団自体も昭和47年でしたか、あのときにプール制

を敷いたわけで、今までの考え方を変えたわけですから、法律でやれば何でもできるという理解でいいのか、

理屈はどういうふうにつけるのであるかという、なかなか理論付けを考えているとわからなくなったもので

すから、そういう問題があるのではないかという提起であります。 

 それから２つ目に、私どもは中間整理において料金徴収期間満了後の取扱い等を議論しないということに

したんですが、高速道路を含め、今どうしても議論せざるを得なくなるのではないかという問題提起です。 

 ダイヤ印を５つ書いておりますが、１つは、問題の先送りはできない。といいますのは、先ほど申し上げ

ましたように、近いうちに料金徴収期間を迎える道路があるということですね。それから生ずる損失を一体

どうするのか、営業中路線の収支状況は「ＪＨ決算ファイル2002」の19 ページに書いてありますけれども、

相当損失が出るのがあります。 

 それからその次は、無料開放するかどうかという問題が現実の問題として出てくる。さっきおっしゃるよ

うに、一有をバイパス的なもの、あるいはネットワークを構成するものに分けるのは非常にいいことだと思

いますし、そうしていくんですが、特にネットワークを構成しないものについて、個別に今度の新会社の中

で管理していくのか、どういう管理の仕方をしていくのか。無料開放をやめて、さっき言ったように50年

間ということでやっていくのかというような問題がいろいろある。 

 それから料金規制の問題は、さっき森田さんがおっしゃった話です。料金を9342の中での料金と、それ

ぞれ個別に決めた際の料金、例えば、確かにさっきの料金をプロットした図で分かるように、ばらつきがあ

りましたけれども、大体短い期間だと高速道路より安くなっておりますが、一体化したときには料金は高く

していくのか、高速道路に合わせていくのか、高い料金を安くする分には文句を言う人はいないと思います

けれども、そこら辺をどう考えていくのか。 

 もう一つ最後に、薄皮道路と言われる一般有料道路に固有の問題がございます。ちょうどその後ろに付け

ているペーパーをちょっとごらんいただきたいと思います。これは私が公団に要求して出した資料を計算し

直した、前の資料が皆さんのお手元に既にある分では、この上の表で言うと、上が供用中の路線で、真ん中

からちょっと下に建設中区間を含む供用中路線、一番下が建設中路線ですが、上の表でも、以前、皆さんの

お手元にあるのは、直轄でやった分を道路公団の事業費で割った、つまり、公団のそれに対して直轄事業費

の割合が示していることを計算したものでした。私が今日配ったのは、直轄事業の割合をみたものです。  

95％以上になっているのが非常にたくさんあるんですね。＊印を付けているのがありますが、とにかく9
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5％まで直轄事業費でやって、それで５％公団が持つ、だから薄皮と言うんですけれども、95％まで直轄で

やって、何で最後までやらなかったのかなという疑問をこれをつくりながら思いました。８割以上が３分の

１になっちゃうんですね。これをながめただけでもいろいろな問題が出てくるはずであります。今後の新し

い会社との関係もありますので、ここら辺はひとつ考え方を整理しておく必要があるのではないかなと思い

ました。単に表を見ながらの感想であります。 

 以上です。 

○今井委員長 具体的に議論してみたいんですけれども、３ページに案がいくつかありますね、さっき説明

があった。それで、今のままやって交通量が伸びないと、有料をずっと続けても48年時点で５兆1,000 億

の債務が残っちゃう。したがって、Ｂ－１以下の案を考えたのでしょうが、例えば、Ｂ－２のバイパス型の

1.1 兆を54年時点に残るのを平成14年時点で残債務6,000 億を有償移管すると解決しちゃうと、こう書

いてあるんだけれども、例えば、この6,000 億の有償移管というのはどこをどうするんですか。 

○柴田次長 ここで書いておりますのは、要するに本来管理者と、国の道路であれば直轄で買い取ってもら

う、あるいは都道府県道がもしあるとすれば、都道府県道で買い取ってもらうということを、こういう書き

方をいたしております。 

○今井委員長 さっきの６ページの説明で、高速道路と一体となって機能する道路じゃないのものを全部抜

き出したわけですか、それを6,000 億で買い取ってもらうと。 

○柴田次長 そういうことでございます。案のＢ－１でございますと、今御指摘のバイパス型については本

来の徴収期間までやれば残債務は０になりますと。ただし、当初で切り離すとすれば、0.3 兆円ほどどなた

かに買ってもらわなくてはいかん。案のＢ－２でいきますと、それ1.1 兆円になりますから、平成14年時

点の単価では0.6 兆円でございますので、それをどなたかに買い取ってもらわなくてはいかんという考え

方でございます。 

 それから、田中委員の方から御指摘がございましたけれども、一般有料道路事業の債務が残ったものにつ

いて高速国道等の料金等活用するのかという御指摘がございましたが、ここの事務局で計算いたしておりま

すのは、案のＢ－１の残債務というところ、1.2 兆円と書いてございますけれども、例えば、料金徴収期間

を延長するのかとか、ある一般管理費用を１割カットするのかというようなことで、一応このペーパーとし

ましては、試算といたしましては、一般有料道路事業の中で処理をしてしまうと。バイパス型については、

場合によって本来管理者に買ってもらうという案にいたしております。 

○猪瀬委員 Ｂ－１は、料金徴収期間の延長４年というのと管理費削減10％というのと両方なんですか。

それとも、どっちかということですか。 

○柴田次長 or（どっちらか）でございます。 

○猪瀬委員 だったら、管理費削減10％で簡単じゃないですか、これ。 

 平成で書くのやめてほしいな、これ。西暦にしておいてくださいね、わからなくなっちゃうから。 

○川本委員 案－Ｃというのは、一有全体でのプール制ということですよね。案－Ｃは一有全体でプール制

にするという案で、不透明だと思いました。 

○大宅委員 アクアラインの料金を下げたときのあれが出ていますよね。価格弾性値０のケース、０という

ことはあり得ないと思うんですけれども、4,000 円のときから 3,000 円になってどのぐらいになりますか。

たしか3,000 円だけが増えたと聞いたような気がする。３割増えたら、もし、2,000 円にして５割増えた

らちゃらになるわけですよね。それはやさしい考え過ぎますか。弾性値０というのはいくらなんでもと思う

んだけれども。 

○柴田次長 一応我々もここは細かく議論すべきと考えておりませんで、例えば150 億円の料金収入がご
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ざいますので、1,000 円引き下げたら50億円減収になりますよと。弾性値は、今、大宅先生がおっしゃる

ように０ということはあり得ないわけでございまして、50億も減らないでしょうね。とんとんになる可能

性だってもちろんあるのかもしれません。とりあえず、単純にここは試算を出しただけでございます。 

○森田参事官 弾性値については、やはり信頼性にたるデータがお示しできませんが、たしかＪＨのヒアリ

ングのときに、確かに下げたけれども、それからお客さんも増えたけれども、トータルの収入は若干減少し

ていたというような発言があったかというふうに思います。 

○今井委員長 平成20年までに無料の期間が来る３路線というのはどことどこです、日光と？ 

○森田参事官 お配りしてある資料の、ページ数を振っていないんですが、後ろから４枚目です。 

○今井委員長 何ページ。 

○森田参事官 すみません。ページ数が振ってありません。左肩に「参考－３」というふうに書いてありま

す。 

○今井委員長 それの？ 

○森田参事官 それの右側の表の上から順に償還期間がまいります。日光宇都宮、浜名、真鶴。 

○今井委員長 未償還額が全部で。 

○森田参事官 日光が1,054 億円、浜名が35億円。 

○今井委員長 やっぱり日光が一番大きいんですね。こういうのを全部無料でやっちゃうと破産しちゃうわ

けですね。破産というか、要するに５兆残っちゃいますね。 

○森田参事官 そうです。 

○今井委員長 これをやらないでずっと料金を徴収し続ければ、六十何年で返せると、こういうことですね。 

○森田参事官 そうです。 

○今井委員長 だけど、それは非常に難しいのかな、そこはどう考えたらいいのかな。 

○森田参事官 実際の現地に住んでおられる方々の認識等を踏まえると、あと数年でただになるというのが、

あと50年料金がとられるというのはなかなか、にわかには理解を得られない部分もあるのではないかとい

うふうに思います。 

○今井委員長 日光というのはバイパスですか。 

○森田参事官 バイパス型に区分しております。 

○今井委員長 そうすると、さっきのバイパス型を有償管理で処理と有償移管で処理と、有償移管というの

は、これは1,000 億では引き取れないわけでしょう。どうするんですか。有償移管というのはここに書い

てある、当初に、要するにＢ－１、Ｂ－２のことを言っているわけですが、有償移管というのはどういう値

段で移管することを考えているんですか。 

○森田参事官 お配りしてある資料の１ページ、一番最初のページです。資料４の１ページの一番下のとこ

ろに、「無料開放等の実績」というふうに書いてあって、今までのルールの御説明になりますけれども、償

還期間が来てしまえば、料金徴収期間が来てしまえば、もうそれは無料開放で公団に処理が残ります。満了

期間以前に、本来管理者あるいは公社に引き取っていただくときに、有償移管というのは可能だと思います。

公社に引き取っていただく場合には、やはり原則として未償還残高で引き取っていただいているというのが

今までの例です。 

○今井委員長 ですから、そういう今までの例でやると、これはＡになっちゃって解決しないわけでしょう。

案Ａになっちゃうわけでしょう。今までのルールでやると、ずっと続けていけば。 

○森田参事官 そうです。 

○今井委員長 だから、ＢとかＣとか考えたわけでしょう。 
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○森田参事官 はい。 

○今井委員長 その中のＢ－１とか２の平成14年度時点でとか、当初、有償移管するというのはどういう

考え方で有償移管ですかという質問をしているわけです。 

○森田参事官 いろいろなパターンがあると思います。余り個別の路線の話をすると、またいろいろハレー

ションがあるかと思いますが、例えば、それぞれの県が公社有料という制度も持っているわけですから、県

の公社が何かかしかの負担をして引き取っていただいて、引き続き有料道路として運営するという方法もあ

ろうかと思うし、それから、これも何がしかの費用を払ってでも早期にただで開放するという方法もあるの

ではないかというふうに思われます。そこはいろいろなケースがあるのではないか。やはり本来道路管理者

あるいは地方という、いろいろな登場人物がおりますので、にわかにこのルールがということはちょっと御

説明できませんが、いずれにせよ、それは公団と関係人との間の協議の結果決まってくる世界なのかなと。

今までは、繰り返しですが、公社に有償で引き取っていただくと。 

○今井委員長 例えばＢ－１でいきますと、ネットワーク型が１兆2,000 億残っちゃうんだけれども、一

般管理費を10％節減すれば１兆2,000 億は消えちゃうと、何十年の間で。そして片っ方のバイパス型は、

これは今までの引当済みの3,000 億をそこへ使って、例えば、日光には1,000 億使っちゃうとかというこ

とをすれば全部解決すると、こう見ていいんですか。 

○森田参事官 そうです。 

○中村委員 今の日光のは、なぜ、６ページのさっきフロー図のロングランプタイプのものに入れられない

のですか。高速道路と接続していて、ここに書いてあるとおりのもので。 

○森田参事官 具体の線だと、当委員会は個別路線の話をしないということになっているので、いかがなも

のかと思うんですが、例えば、日光宇都宮はせっかく４車線の道路でつくっておきながら、ほとんど車が走

らないというようなことを随分新聞等でも指摘をされておりますが、有料であるがゆえに、そういうせっか

くつくった道路が十分に活用されていないということを仮に社会的に評価して、それであれば、無料でもっ

と多くの人に活用してもらう。現道とバイパスと役割分担をとってもらって多面的に使ってもらう。そうい

うことが仮に社会的な意味でハッピーであるならば、必ずしも有料で管理するということ以外にこだわる必

要はないのではないか。一定以上の理由が見込めるというのは、そうい 

うふうに利用実態も含めて考えたらどうだろうかという提案なんです。 

○中村委員 ただ、この委員会は個別の路線の議論をしないということでちょっとやりにくいのですが、だ

けれども、小田原厚木と日光と分けて考えるというのは非常に考えにくいというのが１つ。もう一つは、ど

うやって増やすかというのは、これは民営化会社がいろんな経営上の努力をすればいい話なんじゃないんで

すか。それは料金を下げるということもあるでしょうし、いろいろな方策があると思うのだけれども。 

○片桐次長 個別路線についてどちらがいいのかというのは、個別具体的な政府の方で検討かと思いますが、

一応我々の整理では、ここにございますように、６ページのフローチャートにございますように、高速道路

に接続しロングランプとして利用されているということは事実でございますが、その次に、先ほど参事官が

御説明しましたが、一定以上の利用が見込まれるかどうかということで一応我々は形式的に分けたというこ

とでございます。委員の御指摘のようなことは当然あろうかと思います。 

○今井委員長 前にいろんな前提を考えるとき、管理費２割をカットということを前提に考えたことがあり

ましたね。この計算はそれは入っていないですね。 

○森田参事官 これはその考えは入れておりません。８月の第１回の集中審議のときの議論が一応償還計画

ベースの管理費でやっていたものですから、その見合いでもって今回もこの計算では管理費の節減は入れて

おりません。 
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○今井委員長 そうすると、これで見る限り、管理費を１割削減することで頑張っていけば何とかなると。 

○中村委員 Ｂ－１のはいい案じゃないですか。 

○田中委員長代理 １つだけ質問させてください。案のＢなんですけれども、ネットワーク型のみ高速と同

時期まで返済期間を延長すると。ネットワーク型の一有についてそうするというんですけれども、そこで、

下の表の中で料金徴収期間の延長４年と書いてあるんですが、上にネットワーク型は、高速と同時期まで返

済期間を延長すると書いてあるのに、それはこの４年との関係はどうなるんですか、どういうふうに読むん

ですか。 

○片桐次長 案のＢ－１は、このままでいけば、高速と同じまでとり続けても1.2 兆円残りますというこ

とが残債務 1.2 兆円でございます。この解消策として、括弧の中は、さらに料金徴収期間を４年延ばすか、

又は。 

○田中委員長代理 その路線について。 

○片桐次長 全体でございます。又は管理費を10％カットすればできますということを計算いたしている

わけです。 

○田中委員長代理 それは当該一有のそれではなくて、高速と一体化した、高速も４年間延ばすと、こうい

う計算ですか。 

○片桐次長 高速は一切関係ございません。有料道路だけでございます。 

○大宅委員 つまんないこと１つだけ言っていいですか。道路の美しさという点から言うと、日光宇都宮道

路すばらしく美しい、私は大好きな道路です。それだけ。道路の名誉のために。 

○猪瀬委員 900 円だよね。たしか900 円以上だよ。小田原厚木道路は全線行って700 円です。だから同

じぐらいの距離なのに高いんですね。そういうことで、弾性値の問題もありますけれども、先ほど今井委員

長が言われたように、管理費１割削減という話がありましたが、２割削減という話も出ていたわけで、僕は

５割でもいいと思っていますけれども、特に一般有料道路というのは、小田原厚木道路、大宅さんもしょっ

ちゅう行くと思うけど、真ん中に料金所があるでしょう。あんなの意味ないんだよね。相当一般有料道路は

緩い経営していますよ。かなりね。そういう意味では、むしろ高速道路の方よりも、もっとコスト削減でき

る可能性が僕はあると思って見ていますけどね。 

○田中委員長代理 非常に今日はいい資料を整備してもらったんですが、１ページの一番下に、表の中に

「残債務を処理で有償移管40路線」と書いてありますね。これはそれぞれの路線をどういう考え方で有償

移管したのか。これはいい方法だと思うんです。そうやって有償移管は前例があるわけですから。私がいろ

いろ専門家から聞いた中でも、高速に組み込んだのもあるんですね。東京川越間、関越道の一部に組み込ん

だところがある。そのほか何路線か、札幌から小樽のそれも、もともとは一有だったものを高速に組み込ん

だと。どういう組み込み方をしたのか。そういうふうに過去に例もたくさんあるようですから、かなり知恵

は出るんじゃないかという気がするんですけどね。ですから、言いたいことは、40路線についてどういう

知恵をそれぞれ出してやったのかという資料を出したほしいということです。 

○森田参事官 今の時点でお話しできる内容を御報告いたしますと、40のうち11路線は未償還残高をその

まま公社に引き取ったもらったケースですね。 

○田中委員長代理 管理者に引き取ってもらった。 

○森田参事官 都道府県の公社に引き取ってもらって、公社は引き続いて有料道路として管理していく。40

の11です。それから残る29が、本来道路管理者に応分の負担をしていただいて引き取っていただいたとい

うことであります。 

○田中委員長代理 応分の負担って何ですか。 
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○森田参事官「応分の負担」です。 

○片桐次長 非常に難しい計算式なので、もらうケースともらえないケースがあります。無償移管でも、こ

のままやっていけば道路公団だって大赤字じゃないかという場合はなかなかもらうのは難しゅうございます。

仮に日光を今栃木県に移管した場合、計算式でいくら金が出るかというをやってみればいいと思うんですけ

れども、絶望的な額しかもらえないと思うんです。 

○松田委員 今の道路公団の考え方は、形としては大変明快に分かれていると思いますけれども、要するに

ネットワーク型とバイパス型を分けて、その前に、事業費すら賄えない赤字の線が何線かあると言いました

ね。ああいうのは棄ててかかるというか、債務の処理は一括してやってもいいけれども、赤字出す路線は早

いうちに譲渡しちゃう、これは何線かあるんでしょう。 

 それから、ネットワーク型とバイパス型を分けるという考え方はいいと思いますね。そのとき、ネットワ

ーク型というのをどういうふうにして絞るのかなと思っているんですけれども、ネットワーク型であると言

った以上は、高速道路と一体として将来ともに骨格を成していくというふうに考えるべきでしょうから、こ

れについてはもちろん合理化なんかやるにしても、やはり高速道路と同じ扱い、ちゃんと保有し無料開放は

しないということでずっとやっていくというのが原則じゃないでしょうかね。そして、最終的には会社へ持

たせるということで私はいいんだと思います。 

 バイパス型については、これは今の引当金を使ってでも何ででも、ある程度のやつは、これは我々のネッ

トワークということから言えば除外される部分ですから、これはそれぞれ処理をして、最終的には国なり県

なりに譲渡していくと、新会社には持たせないというのが正解じゃないかなと思いますね。 

 そして、もう少し付け加えれば、どれがネットワークで、どれがバイパスかをどう見分けるかという基準

をもうちょっときちんとやって、その基準に合わせて、道路公団に選んでもらうということをやらないとい

けないんじゃないでしょうか。さっきから見ていて、私はどうも油坂と今の日光の道路がどこが違うのかと

かよくわかりませんね。必ずしも日光はネットワークとは私にはとても思えないし。 

○今井委員長 だから、ネットワークじゃないと言っている。 

○松田委員 そうでしょう。だから、ネットワークというのは、何をもってネットワークを構成するか、つ

まり今はできていないけれども、将来できる高速道路の一端を成しているというふうに見るのか、あるいは、

そこでドンになったとしても、高速道路と同じ利用価値があるんだというふうに利用度で見るのか、その基

準をもうちょっと明確にしないといけないんだろうと思いますね。だけど、それを明確にしたという原則に

立てば、ネットワークとバイパスを分けて、ネットワークは高速道路と一緒に扱う、バイパスはそうじゃな

いと除外するというやり方が原則じゃないでしょうかね。 

○今井委員長 さっき中村委員が言われたように、日光と小田原の差は一定以上の利用者が見込めるか否か

という差だけでしょう。だから、ここに一応基準が書いてあるんだけれ 

ども、どうしてそれがそこに当てはまるかということは僕らにはわからないわけだから。 

○大宅委員 ネットワーク型以外がバイパス型なので、だから、わかるわけないです。大体バイパス型とい

うのもおかしい。バイパスと言ったらつながっていなきゃ変でしょう。 

○中村委員 何というか、幾何学的にはっきり決めるしか手がないんじゃないですか。ネットワーク型は例

えば一端が高速につながっていて、しかもアクセスコントロールされている道、そうすると、日光なんてい

うのはネットワークに入ってしまう。だけど、それだけではないので、料金などというのは、歴史的経緯を

踏まえて、それぞれの特性に応じて決めていくということでしょう。全部が24.6円である必要はないわけ

で、路線によって違うというのは、それは認めもいいんじゃないですか。 

○猪瀬委員 中村委員のおっしゃるのと松田委員のおっしゃっていることと重なるんですが、日光宇都宮は
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高速道路の幹線にくっついていますよね。それから、これは地図を見ていただくと、32番の西富士道路も

くっついているんですよね。それからずっときて、九州の方の46番の日出バイパスもくっついているんで

すよ。それと、45番の長崎バイパスもくっついているんですね。こういう場合はネットワークの、つまり

高速道路でありながら、高速道路がたまたまつくれなかったら一般有料にしようとかというのでできたのが

いっぱいありますからね。そういう意味で、幹線と接続しているものはネットワークだと思いますよ。基本

的には。 

○中村委員 そんなのこそが民営化会社の腕の見せ所でいろいろなことがやれるところなのじゃないですか。

日光なんかいろんなことができるのじゃないですかね。 

○柴田次長 事務局の提案資料の中に書いておりますが、事務局は事務局として実は心配いたしているわけ

でございまして、あと３年後とか、あと何年後に開放するというのは地元はみんな知っているわけですよね。

それをネットワーク型だからということで延ばしてもらおうという提案を、もちろん委員会の意見を踏まえ

てやっているわけでございますが、個別具体的にどれがどれだというのは、委員会として大きな方針を決め

ていただけば、あとは政府の方が責任を持って実務的にやっていただけるものではないかと思っております。 

○猪瀬委員 日光宇都宮は無料開放が４年後だから、民営化が３年後で微妙だから言っているわけでしょう

（笑）。 

○中村委員 そういうのは、別の代替的な手は使えるわけで、例えば、地元の人だけには何年後には無料に

するとか、そういう切符を渡せばいいわけで、そんなことをやってきたのは今までいくつもあるわけでしょ

う。一般の人には紅葉のときなんて、あんなに混む道では、ああいうふうなところからはたっぷりもらえば

いいわけで、そういうようなことが自由にやれるのが今回の改革の１つのいいところなんじゃないですか。 

○片桐次長 プール制をしくということで、全部高速道路にプール入れるなら、今、中村先生がおっしゃっ

ていることもできると思いますけれども、もし仮に会社経営に移行して、各路線ごとに厳密に採算性を考え

てやれということになれば、もちろん、これは本当は原則だと思いますけれども、日光は全く話にならない。 

○今井委員長 個別にやっていくと切りないわけで、さっきの６ページのこの考え方をきちんと整理しても

らって、それに基づいて３ページのいろいろな案が出ているわけですから、６ページの仕分けに従ってネッ

トワークとそうじゃないものと分けて、そして３ページのＢ－１ぐらいで考えると。具体的にはもうちょっ

といろいろな応用があると思いますから、そういう整理はいかがでしょうね。よろしいでしょうかね。 

○片桐次長 ちょっと確認しておきたいんですけれども、事務局案では、プールを高速のプールと一般有料

プール、こういうふうに分けているんですけれども、先ほど松田委員がおっしゃったのからすると、分ける

必要ないというような意味にもとられるんですけれども、これは分けてやるということでございますか、一

体化するということでしょうか。 

 それともう一つは、ずっと８月来気になっているんですけれども、今日、田中委員が提出資料にもあるん

ですけれども、特にネットワーク型道路には非常に国費が入っている。逆に言えば、地方の裏負担もかなり

の額が入っている道路が多うございます。 

○今井委員長 それは今後高規格幹線道路でも考えられることですから、今あんまり細かいことを言っても

しょうがないですよ。だから、一応そういう仕分けで物を考えるということで、一つ一つ進めていかないと

進まないものですからね。 

○松田委員 私どもは要するにネットワークかどうかということを分けて、この事務局の考え方のように、

ネットワークは高速道路と一緒にして扱うと。それは区分経理してももちろん構わないんですよ。区分経理

してプールを分けても構わないんだけれども、その分けるときに、もし、地元がどうしても今までの形で9

0％出しているから欲しいんだと言えば、それはよほどのネットワークとしての重要性ということがない限
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り、今の借金を付けて渡したらいいじゃないですか、それは。そうするとそれだけ楽になるんだから。だけ

ど、そんなのはないと思いますよ。地元が借金も含めてどうしてもほしいとは言わないと思うな。でも、欲

しいと言ったらそれをやればいいじゃないですか、と思うんです。 

○猪瀬委員 90％地元で、あと10％だけＪＨが払っているのがありますよね。あれはその分だけ引き取る

からと言えばいいわけでしょう。もらいたかったらね。そういう話でしょう。 

○田中委員長代理 整理というか、確認というか、要するにネットワーク型とバイパス型に分けるのは私は

結構だと思います。ネットワーク型のときに、高速道路のプールに一体化しちゃうということなのか、区分

経理で一有だったものは一有でプールしていくのか、前者の理解ですね。つまり高速道路一般の中にネット

ワーク型のものは入れて計算する。 

○松田委員 私は一緒でいいと思います。 

○田中委員長代理 きちんとした議論でないのでよくわからないんだけれども、そこら辺、もう一回整理し

てわかりやすく書いてもらいたいと思うんですが。 

○今井委員長 例えば値段が、料金が多少違ったり、高規格幹線道路もある時期がくれば、ただになるとい

うことになっていたわけですね。これも同じですから、期間がちょっと違うかもしれない。 

○田中委員長代理 非常に問題なのは、さっき言ったように現在の料金にばらつきがありますね。高速道路

料金とも……。 

○今井委員長 そんなに大きくばらつきはないです。 

○田中委員長代理 地元にとっては、高速道路に合わせれば高くなるし、低いままにしておいて何かする手

があるのか。一体化するけれども、料金なんか一体どうするんだとか、小さなようだけど、非常に大きな問

題だと思いますよ。 

○今井委員長 わかりました。それはこれから考えましょう。 

○田中委員長代理 今までどういうふうな処理をしたか、過去に例があります。それをどう解決したのか、

できるだけトラブルを起こさないにこしたことはないです。 

○猪瀬委員 基本的にはまず値上げしないということです。一般有料でも現行料金よりは上げないというこ

とがまず前提ですよ。下げるかどうかの前に、まず上げないということでしばりをかけて、その上で下げる

可能性を検討すればよろしいんじゃないですかね。とにかく現行よりは上がらないということまず前提です

よね。基本的にね。 

 それから、先ほどおっしゃった一体的に見るのか、区分経理なのかという問題ですけれども、基本的には、

まずこの個別計算は先に出しておかないといけないということですよね。その上で一体化するなり考えれば

いいので、まずここの部分でどれだけどうなるのかということをやった上での話ですよね。 

○田中委員長代理 いかなる形にしようとも、路線ごとにきちんと経理は明確にしておく必要があるという

ことが大前提です。 

○猪瀬委員 先ほど今井委員長がＢ－１のあれで1.2 兆円、これ、平成62年って西暦で2050年か。 

○今井委員長 私は50年というのに合わせたわけですよ。 

○猪瀬委員 これは50年に無理してぴったり合わせなくたって、10％だと2050年だということだから、2

0％、50％のコスト削減でやっていけばもっと早くなるわけで、それはそういうことを、１割のコスト削減

で固定しないでほしいということです。いいですね。 

○川本委員 債務がひどいので有償移管のパターンを、いろいろとフレキシブルにお考えをいただけたらと

思います。地公体への有償移管という過去の例をお教えください。 

○田中委員長代理 過去の例をさっきお願いしたわけですから、過去の40の例を教えてもらえばいいんで
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す。どういうかっこうで有償移管したのか。 

○今井委員長 それでは、この問題は大まかな処理ができましたので、ちょっとしばらく、５分間休憩した

いと思います。 

                 （休  憩） 

○今井委員長 それでは、後半の本四公団の債務処理についてやりたいと思います。 

○猪瀬委員 委員長、今の一般有料の話というのは、入る前に何がどう決まったかというのを確認した方が

僕はいいと思うので、大体の話はほぼ納得しているんですけれども、ある程度列挙して確認してやった方が、

事務局の方はどうですか。どういうふうにまとまったかちょっと整理してもらった方がいいと思いますけど

ね。 

○柴田次長 わかりました。紙にまとめて、また御報告したいと思います。 

○猪瀬委員 整理したもので違っていたら、またそこで確認してということで。 

○今井委員長 ディテールまで決まったわけじゃありませんからね。大まかなさっきの６ページと３ページ

のところの関係を。 

○大宅委員 さっきのアクアラインの話は、私、もうちょっと追加したいんですけれども、例えば価格の弾

性というのは、2,000 円になったら通行量はものすごく増えると思うんです。もしかしたら、1,000 円にな

ったら３倍ぐらいになるかもしれないという。そういうのは民間に資料があると思うんです。ある価格より

下がると購買数がこのぐらい増えるみたいなものはあると思うんです。そういうのを当てはめてみて、単純

に減らしたら収入が減っちゃいますという話じゃなくて、もし最初からあれがね。 

○今井委員長 それはどこの路線のことですか。 

○大宅委員 アクアライン。そういう発想を入れるということをぜひお願いいたします。京葉道路は600 

円で、こっちが1,000 円ですよね。 

○猪瀬委員 大宅さんに賛成なんですけれども、ただ、本四の場合もそうだったけれども、弾性値で需要が

伸びても、収入金そのものは、多分それほど増えはしないと思う。ただ、僕はまずは需要が増える方が意味

があると思いますので賛成です。アクアラインは今3,000 円ですが、2,000 円なり1,000 円に下げていく

ということと、それから、これから本四の話ですけれども、本四もかなり下げていくということを前提で話

し合いは行われていると思っているんですけれども。 

○田中委員長代理 その点だけについて言えば、公団の方で実験的にやってみるという話があるわけでしょ

う。社会実験というんですか。 

○大宅委員 変な名前だと思うけど。 

○田中委員長代理 変なのかどうか知りませんが、それは私は非常に必要なことだと思うんです。ある程度

民間に頼めば何でもいいわけじゃなくて、実際に実験的にやってみれば。その損失はどうするかという問題

がありますけどね。 

○片桐次長 今の社会実験ですけれども、先ほど資料にありましたけれども、2,320 円でＥＴＣ車両につい

ては、特別料金を設けるということで実質2,000 円になっています。これはかなり日数が経っていますの

で、いずれ、そんな遠くない時期に道路公団から速報値としてどのぐらい増えたという資料は要求できるか

と思います。 

○猪瀬委員 ＥＴＣは道路公団の政策はおかしいよ。３万円ではＥＴＣなんか普及しないしね。ＥＴＣを普

及させるなら、ＪＲのパスじゃないけれども、地下鉄のパスでもいいですけれども、今、僕はハイカを持っ

ていますけれども、すうっとカードを入れてハイカだけで通行できればいいわけですよ。それで十分にコス

ト削減はできますからね。 
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○今井委員長 時間がありませんので、進行させてください。本四の問題について事務局からまず説明して

ください。 

○藤田参事官 本四公団の債務処理について説明させていただきます。資料５、Ａ４横長の資料でございま

す。 

 まず、１ページ目でございますが、処理すべき債務の金額を確認しておくという意味で、１ページ目に平

成13年度末最新のバランスシートを載せております。最終的に処理しなければいけないものは債券・借入

金、これは返さなければいけないお金でございますけれども、３兆8,314 億円、無利子貸付金も含めまし

て、この数字でございます。また、その下２つ箱下に資本金8,455 というのが書いてございますが、これ

は負債を返してからということになってくると思いますけれども、資本金についても返済すべき金額という

ことになっております。 

 ２枚目を開けていただきまして、２ページ目でございます。これまで講じられてきた支援措置をおさらい

しておこうと思います。平成13年度予算における措置で、ａ）のところでございますが、国・地方による

出資が800 億円、国と地方２対１の割合でございます。平成24年度までの12年間で総額9,600 億円。国

からの無利子貸付は年間800 億円、平成22年度までの10年間で総額8,000 億円でございます。平成14年

度予算におきましては、ｂ）の無利子貸付を総額8,000 億は変えずに年1,800 億円に前倒しで措置する、

平成17年度までの５年間で前倒しで措置するということになっております。この支援措置の効果でござい

ますが、有利子債務を減らしまして、支払い利息を減らしてやろうということでございます。 

 支援措置の効果は下の箱でございますけれども、12年度決算に比べまして、13年度決算では有利子債務

がマイナス920 、支払利息は129 、14年度末をとってみますと、マイナス2,070 億円、支払利息は173 

億円と一定の効果があるわけでございます。 

  ３ページ目をお開きいただきます。本四公団債務処理にあたっての基本的な考え方でございます。釈迦に

説法でございますけれども、問題の核心は過大な債務にございますので、これを50年以内で確実に返済す

る観点から、必要かつ十分な支援措置を構ずべきということでございます。特殊法人等整理合理化計画にお

きましては、「債務は、国の道路予算、関係地方公共団体の負担において処理することとし、道路料金の活

用も検討する」と書いてあるわけでございます。現在行われておりますのは、有利子負債を減らすことによ

って支払金利を減らす、何年間かで返すということをやっておるわけでございますが、それがなかなか遠大

なことでございまして、少し考え方を整理しようというのが次のページからでございます。 

  ４ページ目でございます。「支援措置のイメージ」。このページは余り具体的なことは書いてございませ

んが、長期債務約3.8 兆円をどう処理するかというポンチ絵がかいてございます。長期債務のところから

線が引っ張ってありまして、まず先に真ん中の矢印、国・関係地方公共団体ということでございます。これ

は国の道路予算と関係地方公共団体の負担ということでございます。それと点線が引っ張ってありますが、

道路料金、これは道路料金の活用も検討するということでございますので、その整理合理化計画に忠実に検

討事項、点線ということにしております。それで一番上の「保有・債務返済機構（承継分）」とありますが、

これは当然、長期債務を処理するといいましても、残高を０にするということではございませんで、一定の

返していける債務は、相変わらず本四公団の後継組織に背負ってもらうということでございます。それが承

継分ということ、これは一定のお金が残りますよということを書いた矢印でございます。 

 それと、下にロ）というのがございまして、「拡充」と書いてございます。これはいろいろ今まで支援措

置で出資等のスキームをやっております。これについても拡充があり得るのではないか。ですから、頭の体

操としましては下の四角でございますけれども、イ）（債務取り離し処理）による対処、要するに切り離し

オンリー。ロ）（既往の支援措置の拡充としての増資）による対処、これは従来の支援スキームの延長戦。
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あるいは最後イ） 

、ロ）の組み合わせによる対処という３つが考えられるのではないかということで、５ページ目にそれをポ

ンチ絵にいたしております。 

 ５ページ目のパターンＡ、これは考え方といたしまして、民営化当初に大規模な債務切り離し処理を実施

ということでございます。2003年以降の絵がかいてありますけれども、2003というのは初年度2003と仮に

仮定しますと、その当初の段階で大きな切り離し、債務の切り離しを行いまして、あとは着実に返していっ

てもらうということでございます。これは頭の整理でございますが、債務切り離しのみが行われまして、従

来の支援スキームは民営化後打ち切り。残った債務は本四道路が自らの料金収入をもって返済するというこ

とでございます。 

 メリット・デメリットは、債務処理問題を一気に解決する、すっきりするというメリットはございますけ

れども、デメリットはその裏返しでございますが、巨額な債務切り離しになりますので、その分担をめぐっ

て調整が難航するおそれがあるということでございます。 

 パターンＢは一定規模の債務切り離しを行うんですけれども、それと既存スキームに基づきます支援措置、

この延長も行うという組み合わせでございます。パターンＢの②のところには、その中でも２つに分けてお

りまして、既存スキームに基づく国・地方の出資、国・地方とも一定期間延長するということ、あるいは地

方の出資のみ一定期間延長するという２つが考えられるのではないかと思います。いずれにせよ、残った債

務は本四道路が自らの料金収入をもって返済を継続するということでございます。 

 メリットといたしましては、当初の債務処理額が一定規模に抑制されるということで、ある程度処理しや

すくなるということです。いずれにしても、ただしデメリットといたしましては、これは当然のことなんで

すが、切り離し債務の分担、出資金の延長、両方ございますので、これもやはり調整がなかなか難しくなる

というおそれもございます。 

 パターンＣでございます。パターンＣは切り離しを一切行わない。当初の債務切り離し処理を行わず、既

存スキームに基づく国・地方の支援の延長、拡充によって処理を行うということでございます。ただし、こ

れは50年以内という閣議決定がございますので、その債務返済を前提とする場合、いわゆる今までの出資

のスキームを大幅に増額するとか、あるいは出資期間の大幅延長ということになりますけれども、これは閣

議決定の関係でもなかなか難しいかろうというふうに考えます。 

 次のページをごらんいただきますと、６ページでございます。債務処理スキームの検討に当たっての留意

点でございます。 

 １つ目は先ほどから数回申しておりますけれども、道路料金の活用につきどう考えるか。検討と閣議決定

でなっておりますが、それをどう考えるかということが１つございます。 

 ２つ目は国の債務負担について。これは当然ですけれども、憲法85条で国が債務負担をするには、国会

の議決によることが必要であるということが書いてございまして、当然、予算もありますが、法律による手

当が必要ということでございます。 

 ②は「国鉄長期債務・国有林野累積債務処理の例に鑑みれば、財投借入に係る繰上償還が問題となる」と

一応書いていますが、これは実はこういうことでございます。要するに、国鉄等の債務を国が引き取りまし

たけれども、その際、財投から借りておるお金がございました。その場合、財投も国ですので、債権者－国、

債務者－国ということで、それで金利を永遠と払い続けるというのはいかがなものかということもありまし

て、財政当局が検討の結果、繰上償還を、一般会計といいますか、国庫がお金を入れるときに、そのときに

返しちゃう。お金をもらったけれども、永遠と返し続けるというのは問題がありますので、一般会計といい

ますか、国がお金を措置した視点で財投には繰上償還を承知してもらうという措置が従来行われたことがご
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ざいます。いずれにしても、これは新組織に関係する機構にせよ、新会社に関係することではなく、国の内

部の問題でございますので、国が引き取った債務を国がどう返していくかの問題ですので、新組織には直接

の関係はございません。 

 ３が地方の債務負担について。まず地方の債務を帰属させるということは法律をもってしても当然には成

し得ないということになっております。これは憲法95条、（参考）の上から２つ目ですけれども、「一の

地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票におい

てその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」という規定がありまして、

憲法にあります地域特別立法の住民投票という規定がございます。ですから、法律で当然何とか権の債務で

すよということは、強制的に割り当てることができないということでございます。 

 さはさりながら、債務をどうしてもとってもらわなければならない場合がありますけれども、それについ

ては②でございまして、任意の負担とする場合であっても、法律の手当は必要。これは地財再建特別措置法

にございますけれども、ですから、法律で負担することができるという規定を置いた上で、地方の議会に条

例といいますか、法令上の措置をしてもらわなきゃいけないということでございます。 

 次、７ページをごらんいただきたいと思います。必要な債務切り離し額に関する試算を最新データをもと

にやってみました。第１回集中審議のときにお出ししましたのは、単純に切り離しいくらということだけや

りましたけれども、今回は切り離しだけではなくて、出資による支援措置を継続した場合との組み合わせで

いくらということを頭の体操で計算しております。 

 試算の前提といたしましては、金利は４％、公租公課なし、交通量伸びなしということでやっていまして、

特別料金、現在、基本料金の20％オフになっていますけれども、これは継続ということで厳しい条件をつ

けております。 

 ③の国・地方の出資は、国・地方両方出る場合は800 億円、２対１でございます。地方のみの出資は267

 億円。これは今と同じでございます。 

 ④の国の無利子貸付は 14 年度で打ち切るものは仮定と。これは奇異に思われるかもしれませんけれども、

抜本的な措置で切り離し等を行うことによって債務を処理しようということでございます。そういう前提の

計算でございますので、無利子で貸し付けて、またそれを返さなければいけません。ですから、貸し付けた

ものの処理がまた必要になりますので、先延ばしするだけですので、この計算上は無利子貸付はなしという

ふうにしておるわけでございます。 

 この前提で計算いたしますと、国・地方の出資をまず仮定として今打ち切ってしまって、全部切り離しで

処理するといたしますと、一番左の箱の2.4 兆円となります。現在の800 億円の出資を今のお約束してあ

りますとおり、24年度まで継続するということでいきますと、出資累計が今後0.8 兆出ますので、切り離

しは1.7 兆ということでございます。平成34年度まで支援措置を延長する場合、これも２つに分かれまし

て、国・地方とも800 億ずつ毎年やるというケースと、24年度までは国もつき合いますけれども、その次

の年からは地方のみ出資延長するというケース、これによって1.2 兆、1.5 兆というふうになります。 

 ここでお断りしておきたいのは、現行料金徴収期間が平成58年度まででございますけれども、債務切り

離し額 2.4 なり、1.7 と書いております。切り離しの主体は書いてございません。ですから、これは当然、

国ということもありますし、地方も参加するということもございますし、検討とされました料金ということ

が、一定の結論が出ましたら料金ということもあり得るということでございます。切り離しの主体はニュー

トラルでございます。 

 次に８ページ目をごらんいただきたいと思います。本四道路料金の水準について。先ほどからアクアにつ

いてもお話が出ておりますけれども、本四道路料金、基本料金から今２割マイナスになっておりますが、そ
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れでもこういう料金となっております。当然高いという議論があるわけでございます。ですから、仮に本四

道路の料金の引き下げを行う場合には、これに伴う減収分をカバーする必要が生じることに留意する必要が

ございます。現在13年度料金収入は833 億円というオーダーになっておりますので、これがまさに１割マ

イナスだとその１割分、２割マイナスだとその２割分ということになるわけでございます。必要となる財源

については、先ほどのアクアのときの議論と同じでございますけれども、考えておく必要がございます。 

 ９ページ目でございます。本四公団の縁故債について。縁故債ですけれども、13年度末現在残高で1.52

兆円でございます。上の参考の表は、地方公共団体斡旋分（1.43兆円）の当初引受先内訳でございます。

縁故債は当初は地方公共団体との縁故関係等の理由で主に金融機関が引き受けておるわけですが、譲渡は自

由でございますので、これが全国に散らばっておるわけでございます。ですから、現在だれがいくら持って

いるかはわからないわけでございまして、金融機関ですとか、ほかにもいろんな投資家が持っていると思わ

れます。そういうことを前提としております。現在、13年度は縁故債を570 億円発行いたしました。これ

も非常に厳しい状況で発行いたしまして、12年度までは10年債が発行できたんですが、13年度はどうして

も引き受け交渉がなかなか難航いたしまして、５年債で発行した。さらに公募地方債の金利に1.3 ％スプ

レッドを乗せて、1.9 で発行したということでございます。 

 一番下の本四公団の債務処理に当たって留意すべき事項ということでございますが、これは本四公団の債

務をいろんな国・関係地方公共団体に承継させる場合であれ、あるいは一定の新しい組織に承継させる場合

であれ、債権者保護の観点から法的な措置が必要となると考えております。 

 （注１）でございますけれども、（注１）は先ほど申しましたことでございます。縁故債は無記名債券で

市中で流通しております。ですから、いろいろな人が持っておるということでございます。 

 （注２）でございますけれども、国鉄のときの例ですが、市中に流通しておるもの、本当は債務を承継す

る場合に、債権者の一々承諾を得なければいけないんですけれども、そういうことは事実上不可能でござい

ますので、法律で承諾をみなすとともに、債権者を保護して、だれが債務者になっても損にならないように

連帯責任等の規定を設けたわけでございます。 

 10ページ目でございます。これは本四縁故債等の国債とのスプレッドの推移でございます。赤で書いて

いますのが、本四の縁故債、青がＪＨの縁故債でございます。市場が市場心理等を反映いたしまして、2001

年夏ごろから非常にスプレッドが広がってきておったわけでございますけれども、市場関係者によりますと、

当委員会で縁故債には負担を求めないといいますか、放棄は求めないという方針が打ち出されているという

こともあって、このスプレッドがだんだん下に下がってきて、パーセンテージが下がってきているというふ

うに言われておるようでございます。 

 以上でございます。 

○今井委員長 それでは、御意見を伺いたいと思います。どうぞ。 

 それでは、１つ質問をさせてください。今、平成24 年まで 800 億ずつ増資ということになっていますが、

これはさっきの憲法95条なんかで地方の強制することはできないようなことを言っていましたが、これは

どういうことになっているんですか。毎年毎年、地方は議会で決めるんですか。それとも、これは何か覚書

みたいなものがあるんですか。 

○藤田参事官 毎年毎年、議会を通して予算を出していただいているというふうに聞いております。 

○今井委員長 そうすると、平成24年までは大体やるという暗黙の了解があるということですか。 

○藤田参事官 そういうことでございます。 

○松田委員 教えてください。この出資金というのは、会社をつくる場合の出資金とは違うと思いますから、

これは後で無利子の助成金に切りかえる、あるいは助成金に似た性格だと考えていいんですか。この場合は
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無利子の催促なしの借金なんだろうと思いますけれども、特に国から出したものというのは、これは助成金

に切りかえる可能性はありますか。 

○藤田参事官 出資金といいますのは国からものも、地方からのものも含めまして返済する義務があるとい

うことでございます。国からのものを、そういう約束でお出ししているものを切りかえる場合は、財政上の

措置といいますか、手続がどうしても必要になると思います。 

○田中委員長代理 さっき委員長が質問されたことと同じことになるかもわかりませんが、毎年予算を議会

を通すことで、６ページでおっしゃっていた憲法上の問題は解決されておると、そういう理解でいいんです

ね。 

○藤田参事官 そういうふうに聞いています。今６ページの下のところに憲法95条の下に、地方財政再建

促進特別措置法というのがございまして、地公体は、当分の間、国、独立行政法人、又は、この４公団に対

し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの…支出してはならないとい

うふうに書いてあるわけでございますけれども、ここでヒアリングに、関係地方公共団体の方が来られたと

きに発言がございましたけれども、毎年苦労して議会を通しているというふうに聞いています。 

○今井委員長 質問ですが、仮に1.2 から2.4 までここには例がありますけれども、これを切り離すとい

う措置はどういうふうな措置になるんですか。一遍国債かなんか出して、そしてそれを毎年の道路予算で落

としていくと、こういうような感じになるんでしょうか、どういうイメージになるんでしょうか。 

○藤田参事官 ちょっとまだ具体的にはわからないと思いますけれども、例えば、機構を前提といたします

と、機構が持っている債務をそのままという形もあると思いますし、あるいは、それを本来負担されるとこ

ろに移して、そこに毎年入るお金、あるいは毎年措置されるお金で徐々に落としていくということになるの

ではないと思います。ですから、債務をつけかえただけでは、もし、つけかえということが行われるといた

しますと、本四公団の債務をそのまま何兆円か平行移動して、国のしかるべきところにそのままで移すとい

うことが行われて、自動的に債務者がその主体になりまして、こちらの本四公団の後継組織は債務を免れる

ということになる。その後の処理はそこの会計主体において一気に行うのか、何年かかけて行うのかわかり

ませんが、やって落としていく、債務をだんだん落としていくということになろうかと思います。 

 それから、先ほどの田中先生の御質問で、地方公共団体は毎年予算を通すんですが、やはり、そういたし

ましても法律による根拠が必要です。今、本四公団法の４条、資本金というところの附則に、地公体は増資

することができるという規定がありますので、それが法律の根拠ということになります。今日は条文をお付

けしていませんけれども、それを法律の根拠として、各地公体は毎年予算を通しているということでござい

ます。 

○猪瀬委員 債務は保有機構が保有するわけですね。ですから、これの債務は保有・債務返済機構が保有す

るわけです。その切り離しという話は、1.5 兆とか1.2 兆とか、それは結局、利用料金を活用して返済す

るということでいいわけですか。つまり、道路料金と書いてある、検討するというのは、そういうことでい

いんですか。簡単に言えばＪＨの部分から払っていくということになると理解していいですか。 

○藤田参事官 切り離しが必要というところまでは今日お出しした紙で書いておるわけでございます。先ほ

ど申しましたように、切り離しの財源といいますか、切り離した債務をだれが持つのかについては、今日事

務局がお出ししたペーパーでは何も書いておらないわけでございまして、御説明いたしましたように、国の

道路予算あるいは地方公共団体というのは、閣議決定に書いてありますけれども、あと道路料金につきまし

ては検討と書いていますので、それはまさに委員会で御議論いただくことだと考えております。 

○猪瀬委員 検討ということで、つまり、残り 1.2 とか 1.5 ぐらいまでは持っていく必要がありますよね。

この部分でね、いずれにしろ。1.2 とか1.5 まで持っていけば、1.5 とか1.2 の負担とすれば、ＪＨの中
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から負担できるだろうと思いますけれども、ＪＨというか、全体の道路料金の中から負担できるというふう

に理解できるんですが。 

○今井委員長 1.2 とか1.5 を切り離してしまえば、本四だけで50年で返せる。 

○猪瀬委員 いずれにしろ、先ほどの一般有料道路もそうですけれども、ある程度そこまで見通しがあった

上で一体化して分割してということだと思いますから。 

○今井委員長 予算要求はこれからなんでしょうが、やはり我々としては、国の道路予算を活用するという

ことが入っていますし、地方公共団体が適当な負担をするということも入っていますから、額はともかくと

して、やはり、この1.2 とか1.5 とかの切り離しというぐらいのことを前提にしてものを考えていきたい

と、こういうように思います。それを財投の返済がどうのこうのというのは、これは僕らの考える領域では

ないと、こういうことでよろしいですね。要するに政府部内の問題だと。 

○藤田参事官 政府に残ったものにつきましては、政府部内で考えることだと思います。 

○今井委員長 あと地方との関係は、国がこれだけ負担するから地方はこうだというような関係も、これは

我々の方で決めることではないと考えていいですね。 

○柴田次長 これから予算の編成作業に、国、財務省、国土交通省、それから総務省（旧自治省）が入って

いくことになってまいります。そのときに、予算の国費がどれぐらいあるのかどうかというような問題、ど

れぐらい入れられるかという問題、いろんな検討課題があると思います。また、債務処理をする場合に、下

の方で地方の負担を求めるのか、なかなか厳しいという先ほどの憲法との関係がございましたが、あるいは

上の方で債務負担を求めていくのか、債務カット、費用負担を求めていくのかというようなことについては、

今後の国と地方との間の交渉事になろうかと思います。ただ、我々の考え方は、今、委員長がおっしゃいま

したように、やはり債務を分けて処理しなくちゃいけませんということと、こういう感じのものがあります

よということと、地方との関係についても、何らかの負担がありますよというようなことを、国の方という

か、こういう感じのものを我々は今やっているよということを提示していただいておけば、国は国でこれを

見ながら、またやっていくのではないかと思いますが。 

○猪瀬委員 今、柴田さんおっしゃったように、僕は積極的にこれを提示していくのが、委員会の意見とし

て出していくのは大事だと思いますから、いずれにしろ1.7 までは2012年まで、これはいろいろあるけれ

ども、自動的にいく可能性は高いだろうということで、あと残り1.2 か1.5 かという問題でありますけれ

ども、僕は基本的には地元のみ負担を延長する1.5 の方が論理としては正しいかなというふうに思うんで

す。あくまでもこれは地方の、前にも言いましたけれども、今後いろんな建設が行われる場合に、あくまで

も地元の負担がついて回るんですよということをはっきり示す意味で、地方のみの出資延長という方が理論

的には正しいと思います。ただ、僕は前にもう15年の延長と言ったんだけれども、これは10年になってい

ますね。それはいいです。15年だったら1.4 ぐらいになるかもしれないけれども、本当はプラス15年だと

思いますけれども、いずれにしろ、地方のみの出資延長というのが考え方として正しいなというふうに思っ

ています。 

 それからもう一つ、値段を下げなければならないわけですが、いずれにしろ、7,600 円とか、6,050 円と

かというふうな、それは先ほど大宅さんも言いましたけれども、弾性値を考えた場合にはもっと下げた方が

いいだろう。ただ、その場合には確実に料金収入が減りますよ。減るけれども、そういうことを含めて、地

元の利用者が非常に利用しやすくなるわけでありますから、しかし一方で地方のみ出資延長。これは10年

じゃなくて15年でもいいと思うんです。その代わり値段を下げますよということを含めてやれば、説得力

があるというふうに理解していますけれども。 

○川本委員 10ページで本四縁故債と国債とのスプレッドが変動するのは、石油公団債ショックなどほか



 26

の債券の影響もあったからだと思います。もちろん、本四のスプレッドがじりじりと上がっているというこ

とには変わりはないのですが、特殊な状況もあると理解をしています。 

 それとあともう一つ、ここで明らかにしておきたいことですけれども、民間金融機関の負担は求めないと

いう方針は委員長が決めておられると思うのですけれども、投資家の間とかで特に懸念といいますか、心配

といいますか、それも致し方ないというような意見がありますのは、金利の見直しでありますとか、いわゆ

るリスケです。返済期間の延長、条件の緩和とかというものを、民間金融機関に求めていくことが必要であ

り得るのではないかと思います。と言いますのは、これは資料にもあるのですけれども、非常に高いクーポ

ンを払っているわけです。９ページにありますが、公募地方債金利よりも1.3 ％も高クーポンです。です

から、それを払って、さらにすべての元本が保証されるということが、地方の負担との整合性で考えたとき

に、本当に妥当なのかというのは、私はちょっと疑問点として残ります。これについてはいかがお考えでし

ょうか。 

○今井委員長 これは結局、金利負担を軽くするわけですから、もし、切り離しをやるということは、国の

方を切り離しをするんですか、それとも、民間の分を早期弁済で肩代わりすることになるんですか、どっち

の可能性が強いんでしょうか。さっきの国と地方のがございましたね。１ページですかね。民間の縁故債が

１兆5,000 億なんですよね。それで政府が１兆5,000 億なんですよね。だから、これは切り離す場合どう

なるんですか。国鉄なんかの場合、どうだったんですか。 

○藤田参事官 国鉄の場合は、国が債権者であるものについては原則として国が引き取るということだった

と思います。民間が債権者であるものについては、これは片方に仕切ることはできませんので、国がとった

ものと新しい組織がとったものと両方あったと聞いています。それで債務者が両方になるものですから、先

ほど申しました、どっちが債務者になっても、国が債務者になっても、ＪＲや清算事業団が債務者になって

も、有利、不利がないような規定を設けたというふうに聞いております。 

 それともう一つ、注意しなくてはいけないのは、民間縁故債といいますか、縁故債の場合、繰上償還とい

うのが今の規定ではできなくなっております。過去できた時期はあるんですが、金融慣行上、繰上償還とい

うのはやらないということになっているようですので、そこも留意していかなければいけないと思います。

いずれにせよ、本当はここでどうこう言うよりも、債務切り離し額が決まった後で、いろんな債権・債務の

性質、あるいは金利ですとか条件ですとか、それも全部加味して一番合理的な解決方法を技術的に見つけて

いくべきだと考えています。 

○田中委員長代理 ７ページの一番右に「地方のみ出資延長」というのが書いてあるんだけれども、国のみ

じゃなくて地方のみとした、試算であるにしても地方のみの出資延長ということの物の考え方はどういうこ

とですか。 

○藤田参事官 今、予算で平成24年度までということで、国・地方は合意していますけれども、14年予算

をつくる際に34年まで延長ということを提案したことがございまして、 

地方も国も両方ですけれども、結局、合意を得られずに今実行されておらないということがございます。そ

れと、この表は大きな債務切り離し額を前提としておりまして、債務切り離しの主体は国だけじゃありませ

んよ。国もありますし地方もありますよ、あるいは場合によっては道路料金もありますということを言いま

したけれども、ただ、非常に大きな金額でございますので、常識的にどうしても国が中心とならざるを得な

いんじゃないかというふうに思うものですから、むしろ、地方は今のスキームで延長されるのであれば、や

や抵抗が少ないと感じられることもあるのかなと思いまして、国・地方出資の延長と、あるいは地方のみ延

長というケースをつくりました。国は切り離しの方で貢献する。どちらで貢献してもいいんですけれども、

その組み合わせという意味でバリエーションを書いたものでございます。 
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○今井委員長 さっき猪瀬さん言われたように、国の方は早く切り離した方がいいとは思うんですけれども、

それは国の考え方ですけれども。 

○田中委員長代理 さっき猪瀬さんがおっしゃった、一方では延長しながら、一方では料金を下げていくと

いう話、これは国にとって負担が増えるのは嫌だろうけれども、料金を下げるというのはみんな希望してい

る話ですからね。それから、ここにさっきの話で閣議決定で道路料金の活用も検討するといった場合の道路

料金、日本道路公団の料金も含むけれども、言葉だけで言えば道路料金はすべての可能性があるわけです。

ここで指しているのは、具体的には日本道路公団の料金、こういう閣議決定のときの理解ですか。道路料金

というのは、一般的に言えば本四自体の道路料金もありますよね。 

○柴田次長 もちろん、本四の道路料金は当然入っているわけでございまして、これまで各公団の債務等を

十分御審査していただきましたけれども、可能性といいますか、財政的な余裕があるのは日本道路公団でご

ざいまして、首都高、阪高とも非常に厳しい状況にあるということは事実でございますので、結果的にはそ

ういうような格好になるのではないかという感じがいたしております。 

○今井委員長 料金は既に20％ですか、現行料金を切り下げた収入を前提にしておりますから、これから

さらに下げようとすると財源が要るわけです。それは道路料金ということもあり得るかもしれない。要する、

これより下げようとすれば財源が要るということだけははっきりしている。 

 それでは、本四につきましては、予算の関係があるので我々の考え方を今日ははっきりさせました。つま

り、早期にかなりの金額の切り離しが必要であるということ。それから、地方にもそれに応じて応分の延長

を頼むように、これは国の方で考えてもらうということ。それから、料金につきましては、既に下げた料金

を前提にして考えている。さらに下げる場合には財源が要る。この財源は今はっきりしませんが、道路料金

ということもあり得るかもしれない。こういうことだと思いますが。 

○猪瀬委員 切り離しという場合に、道路料金の活用も検討するというところに吸収されるというふうに理

解しています。つまり新たに国費を、別に切り離したら即座に国費を投入するということになったらおかし

いので、1.5 なり1.2 を切り離した場合には、道路料金の活用になるというふうに理解していいと思いま

す。それしか方法がないんじゃないでしょうか、実際問題。 

○今井委員長 いや、そうじゃなくて、道路料金を全部ここに活用するということ難しいでしょう。道路予

算を活用するということがまず先に出ていますから。 

○猪瀬委員 つまり、これは1.7 まで道路予算が入るわけですね。さらに1.5 にした場合にも、これは結

局、地方交付税交付金や道路特定財源がぐるっと回ったものが入るわけですから、これも既に予算として入

っていくわけです。その上で1.5 や1.2 を処理しなければいけないということですね。そうであれば、予

算としては1.5 から1.2 まで切り離しの前の段階で入っているわけですから、最後の1.5 や1.2 を処理す

るには、道路料金から入れるしかないでしょうという、論理的にはそうなるんじゃないですか。僕の理解は

違っていました？ 

○柴田次長 道路料金の活用について、債務の処理についてということになってございまして、この表では

下なのか上なのかわかりませんが、そういうことになっていることは事実でございます。 

 それから、委員長が料金引き下げは道路料金という具合におっしゃいましたが、例えば、これまでの議論

では管理費というような議論は随分行われてきたというのも事実でございます。道路料金については債務の

処理だけと。 

○今井委員長 そういうこともあり得ると言っただけであって、まだそこは皆さんの総意としては決まって

いませんね。それから、切り離しは国の道路予算と関係公共団体の負担が第一だと思いますけどね。 

○藤田参事官 ちょっと私の説明がまずかったのか、もう一回７ページの表を説明いたします。これは14
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年度で打ち切りとか、24年度まで継続といいますのは、全部別々のケースでございます。ですから、14年

度で打ち切りというのは、切り離しのみ2.4 で一発解決と。24年度は出資スキームの延長が0.8 ありまし

て、切り離しが1.7 で一発解決。平成34年度まで延長のケースは、国と地方の出資でバリエーションがあ

りますが、1.6 のケースと1.07ケースとありますけれども、いずれにせよ、切り離しは1.2 と1.5 で一発

解決ですので、1.7 を投入してさらに1.2 が残るとか、そういう意味ではございません。ですから、全部

別のケースでございます。 

○猪瀬委員 それは承知していますよ。全くそのとおりで、いずれにせよ、最後は1.2 か1.5 の話になる

でしょうということで言っているわけです。先ほど柴田さんも言ったけれども、道路料金ということだけで

はなくて、一番大きなＪＨというのがあるわけですから、そこではずっと前からいろんな試算を出していま

すけれども、管理費の５割削減とか、そういうことを含めたコスト削減努力を入れながらの道路料金の活用

ですから、そういう中で1.5 や1.2 は吸収されるであろうという話でこの切り離しということを理解して

いいのではないかと思うんですが、そういうことでしょう、違いますか。 

○今井委員長 僕はそうじゃないと思う。これはやはりその前に出てきている閣議決定の国の道路予算関係

地方公共団体の負担において処理するということが第一に出ていまして、道路料金の活用も検討するという

ことですから、道路予算と関係公共団体の負担ということが優先です。 

○猪瀬委員 それが1.2 や1.5 までのことなんじゃないんですか。そこまで持ってきたということじゃな

いですか。国と地方の負担においてというのは1.2 や1.5 までたどりつくまでの話じゃないんですか、違

いますか。そう思ったんですけれども、この書き方だと、今の整理合理化計画のあれというのは、国と関係

地方公共団体がある程度負担したら、未来に1.2 とか1.5 になりましたという話ではないんですか。論理

的には。 

○柴田次長 現実的な話をしますと、1.2 とか、1.5 を直ちに切るのか、数年で切るのかわかりませんけれ

ども、債務カットですから短い期間の間にカットしてしまわなければいけません。これは国の方がどういう

格好で予算の中で対応してくれるのかという大きな問題があります。非常に巨額なお金でございます。 

 話はちょっと変わりますけれども、じゃ、ここを道路公団でやってくださいというような話にしますと、

これは数年の間に公団はこれを用意しなくちゃいかんというような課題ももちろん残るわけでございます。 

○猪瀬委員 ちょっと待ってください。中間整理では４公団の債務は一体として保有機構の中に入って、区

分経理はしますけれども、入っていくというのが中間報告の整理だったと思いますよ。だから、それとちょ

っと話が違ってくるのではないですか。つまり、本四だけ切り離したら機構の意味がなくなっちゃいますよ。

つまり、４公団一体で債務の処理をするということで保有・債務返済機構があって、この借金は何とか返さ

なければいけないと、こういう話ですから、そこが一番重要な中間整理のポイントですよ。そこは変更しち

ゃ困りますね。 

○柴田次長 閣議決定で債務処理を言われていますのは本四だけでございますので、我々議論の前提として

は本四だけを議論していくべきであろうということで、こういう処理の仕方について御提案をいたしている

わけでございまして、当然、政府の方もそういうことを前提に予算の折衝をしているものという具合に私は

考えております。 

○猪瀬委員 一般有料の考え方と同じような考え方で基本的には見ているわけですが、大体一般有料の抱え

ている負債と本四の負債は、基本的な前提となる負債はそんなに変わらないわけだと思いますけれども、そ

れで同じように一般有料が処理できるのであれば、本四も処理できるはずですから、それで先ほどの整理合

理化計画で国と地方が一定の負担せよというのは、今の1.2 や1.5 になることを意味しているはずですか

ら。 
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 中間整理の問題というのは、やはり、そこをはっきりさせなきゃいけないんですが、これはそういうふう

に決まったんですよ。 

○今井委員長 まだ決まっていないです。 

○藤田参事官 整理合理化計画で、先ほどから何度か申していますように、４ページでございますけれども、

国の道路予算関係地方公共団体の負担において処理することとし、道路料金の活用も検討すると書いてある

わけでございますが、中間整理におきましても、本州四国連絡橋公団の債務処理、国の道路予算関係地方公

共団体の負担において処理することとし、道路の料金の活用も検討するという同じ文言が書かれております

ので、中間整理におきましても、整理合理化計画と同じ考えでやられているというふうに思います。 

 それで４ページでございますけれども、先ほどの1.5 とか、1.2 でございますが、４ページの表で説明

しますと、この切り離し、長期債務3.8 兆の切離しが1.5 とか1.2 とか1.7 とか、その四角の箱の中の話

でございます。出資金の延長というのはその上の0.8 、1.6 、1.07というものでございまして、基本は道

路予算、地方公共団体の負担ということで、実線で書いてあるところが負担でございまして、残りが承継さ

れるということでございます。道路料金の活用は検討というふうに書かれておるわけでございます。 

○松田委員 ７ページの表の1.2 とか1.5 というのは保有機構に承継される分を言っているんですか。違

うでしょう。 

○藤田参事官 違います。関係地方公共団体等の負担において処理する。債務が切り離される分でございま

す。ですから、40兆の承継債務からは切り離しが行われるという前提で整理合理化計画、中間整理に書い

てありまして、それの考えを前提にした試算でございます。 

○今井委員長 国の道路予算を将来に渡って削って、それによって穴埋めするんですけれども、国の道路予

算というのが毎年ここに全部入れるわけにいかないでしょうから、恐らく何らかの形で一括して処理しちゃ

うと思うんです。地方はそんなお金が出せないだろうということで今二百何十億を、あと20年続けてもら

うように交渉すると、こういうことだと思うんですね。 

○柴田次長 委員長の御説明のとおり、事務局の案はそういうことでございます。閣議決定を踏まえて、そ

ういう形で整理をさせていただいております。 

○猪瀬委員 もうちょっと詳しく、それはどういうことなんですか。 

○田中委員長代理 これは非常に重要な点なので、委員長の言われるのはわかりますけれども、要するに、

現行の料金徴収期間で料金を徴収するとして、それから、いろいろ今やっているように出資等をすることに

よっても、なお1.2 兆円だけは残りますよと。これは何らかの形で処理する必要がありますよと。それは

私もそう理解していました。国が道路予算だろうと何だろうと構いませんけれども、こういうことは処理し

ないともちませんという計算でしょう。 

○今井委員長 閣議決定で道路予算と書いてある。 

○田中委員長代理 書いてあるけれども、それがこれだと思っていましたが、皆さんの理解が違うかどうか

というのは、これは中間整理は中間整理として、私たちは意見を一致させておかなきゃいかんですね。やっ

ぱり議論してみるもので……。 

○今井委員長 閣議決定に非常に忠実に沿って今まで議論してきました。中間整理もそうやってきましたし、

したがって、ここで予算の時期が来ましたから、このままの今の1,800 億ぐらいの無利子切り替えではと

ても金利負担が減らないというから、一気に一兆何千億という、これは一兆何千億になるかは地方の協力と

か、それによって違いますけれども、それをやろうと、それを申し入れようと、こういうことでありまして、

それがどうなるかは、これは予算ですから。だけど、その財源は道路予算を使ってくださいと、これは閣議

決定ですから。 
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○田中委員長代理 委員長の今の御発言はわかるんですが、私は実は今日のペーパー、７ページを見るまで

は、出資金を毎年800 億、国・地方で12年やりますね。それは当然国も負担すれば、地方も二百六十五、

六億負担しますよ。それも国の負担なので、この10年間、また20年続けるかわかりませんが、それだけを

閣議決定でいう道路予算等の負担と理解するのか、そういうものは決まったことは決まったことで既にやっ

ているわけですから、それ以外に負担する場合に、1.2 兆円というのはさらに要るわけですから、このこと

だけを意味するのか。 

○今井委員長 国の無利子の貸付8,000 億はやめちゃうんですよ。無利子の貸付というのは返さなくちゃ

いけない。それをやめちゃって、一遍に１兆 2,000 億とかそういうのを手当しようというのがこの案です。 

○田中委員長代理 やめちゃってという意味は、今まで毎年800 億やっていますよね。それは計算とした

上ででしょうか。 

○今井委員長 800 億というのは出資ですからね。ここにははっきり書いてあるように、国と地方と一緒に

やれば800 億で1.6 兆になりますし、地方だけがやれば1.07になるわけですよ。それによって国の一気に

出すお金が 1.2 兆円になるか、1.5 兆になるかは違ってくるわけです。これはいずれも今まで出している、

④で書いてある国の無利子貸付は14年度で打ち切るということが前提になっているわけです。その措置に

代えて荒療治しようということです。 

○田中委員長代理 別の提案になっているんですね。それならわかりました。議論してみなきゃいかんです

な。 

○今井委員長 これはまた紙に書いてください。 

○田中委員長代理 12年間出資するというような話は、14年度で打切りだとか。 

○今井委員長 地方の出資まで打ち切っちゃったら2.4 兆要るけれども、地方と国の出資が800 億ずつあ

ります。それは10年、大体今まで決まっているから、10年をそのままやれば1.7 兆になりますと。さらに

地方だけ延長してもらえば、出資が1.07になりますから、国が荒療治するのは1.5 兆になりますと。こっ

ちの方が僕はいいだろうと思うんですけれども。 

○田中委員長代理 ですから、私が聞いているのは、平成34年まで延長というのは、国・地方が出資を延

長するわけでしょう。1.6 兆。延長してもなおかつ1.2 兆切り離して処理しないといかんという話でしょ

う。 

○今井委員長 それは当然そうです。 

○田中委員長代理 その確認だけなんです。 

○今井委員長 だって3.8 は有利子債があるわけですから、その利子のために1,300 億も払っている。大

赤字になっているわけですから、それをやるためにはどうしたって荒療治しなきゃいけないわけで、それを

国の道路予算でやると。その道路予算の使い方は国に任すしかしょうがない。僕らでは議論できない。 

○猪瀬委員 保有機構で一体的にやるということとどういう関係になるんですか。基本的には区分経理する

と、一体的に各公団の、借金を返済するという話でしたから、そういうところがはっきりしないと、切り離

しというのがよくわからないのは、どうやって切り離すんですか。つまり、今、委員長が言われたような道

路予算でと言っても、抽象的でわからないですよね。 

○藤田参事官 ４ページをもう一度ごらんいただきたいと思います。先ほどから申していますように、本四

公団の債務につきましては、国の道路予算、関係地方公共団体の負担において処理することとし、道路料金

の活用も検討すると書いてあるわけでございまして、これは中間整理にも同じことが書いてあるわけでござ

います。集中審議のときに、国有林野とかそういうやり方も検討してという議論がございました。国有林野

におきましては、林野庁の長期債務のうち、一定部分をほかの会計、この場合、一般会計でございましたが、
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一般会計が引き受けまして、残りの残債は国有林野の借金として返していくということが行われたわけでご

ざいます。そういうことで申しますと、先ほどから申しています１．２とか、1.5 とかの切り離しにつきま

しては、この４ページのＡのイ）のところの「国・関係地方公共団体」というところの一部ということでご

ざいます。それで、一体として債務処理ということから申しますと、本四公団には残る債務がまだございま

すので、残る債務につきましては、この４ページの絵の「保有・債務返済機構（承継分）」というところで

当然一体として管理されるわけでございます。 

○猪瀬委員 1.2 とか、1.5 はどういうふうに処理されるわけですか。林野庁と同じパターンだということ

ですか。 

○今井委員長 ３兆8,000 億、今借入金があるでしょう。３兆8,000 億の金利を払っていたのではとても

やれないから、そのうちの一兆何千億を要するに政府が肩代わりしちゃうと。その肩代わりする財源という

のは道路予算だと、こういうことです。その道路予算をどういうふうに使うかは国に任せるしかないと、僕

らは云々するわけにいかない。ただ、本四はこのまま行ったら破産しちゃっていますから、一兆何千億とい

うものを３兆8,000 億の借入金から落とさなければ、これはやっていけないということだけはっきりして

いるということで今日の議論をしているわけです。 

○猪瀬委員 道路料金の活用というのは検討しないんですか。 

○今井委員長 だから、これをやっても、例えば１兆2,000 億やれば、２兆6,000 億の借入金というのが

とりあえずは保有・債務返済機構に行くわけですよ。そこに出資金が今後さらに入っていくわけです。それ

で減っていくわけですけれども、50年の返済になっていますから、それを短縮するためには道路料金の活

用ということはあり得るかもしれないと、あるいは料金の引き下げでそういうことがあり得るかもしれない

と。 

○田中委員長代理 藤田さん、平成34年度までに延長の1.2 というのは、現行料金徴収期間50年で計算

しているわけですね。 

○藤田参事官 現行料金徴収期間、本四の場合は平成58年度で終わりますので。 

○田中委員長代理 今、短くしようと思ったら、委員長が言われたように政府が肩代わりしてやるとかとい

う方法を。いつの時点かは別にして、1.2 兆円だけはオーバーホールしてやれると。だから、何らかの措置

が必要と、こういう理解でしょう。 

○今井委員長 そうです。50年で返すために。 

○猪瀬委員 本四単体で50年で返すわけじゃないですからね。そこのところは前提が違うんです。 

○藤田参事官 もちろん本四単体で50年で返すわけではありませんけれども、勝手に料金徴収期間を延長

するわけにまいりませんので、本四の料金徴収期間である平成58年度まで計算しておるわけです。ＪＨで

すともっと長いといいますか、重心といいますか、起算点が近いものですからもっと長いんですけれども、

本四については起算点の関係で平成58年度に閉じるべしということなっております。 

○猪瀬委員 本四単体で計算した場合のことであって、全体を４公団で分割民営化する場合には違ってくる

でしょう。 

○柴田次長 基本的には閣議決定それぞれについて考え方が出されておりまして、本四のところは明確に本

四についての債務処理について国の予算等でやれと。料金活用ともちろん書いてございますが、来年度予算

は近づいておりますので、基本のベースは本四については本四でやっていくということになろうかと思いま

す。 

○猪瀬委員 閣議決定のこの部分は玉虫色だったんですよ。そこのところは。だから、委員会で詰めるとい

うことなんですよ。だから、閣議決定はあえて玉虫色になっていていいわけですから、委員会でもう少し詰
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めていってかまわないと僕は思っています。 

○今井委員長 だけど、とにかく破産しているんだから、基本的なスキームを今度の答申で言わないといけ

ないわけです。道路予算と地方の負担でもって処理をするという線に沿って、とりあえず、政府に要望する

ということは僕は妥当だと思いますけれども。 

○田中委員長代理 委員長のおっしゃるのもわかるけれども、そこはこれから我々の委員会として決定する

わけで、猪瀬さんが言ったように、今までのみんなの理解は若干違っていたところもあるわけです。結局、

猪瀬さんは、いい悪いは別ですよ、道路公団の方の資金を使えばいいんだという考え方も全くないわけでは

ない。しかし、ここではそういうことをしないで、本四は本四として整理して1.2 兆円やるんだという今

日のお話なので、これはちょっと議論しておく必要はあると思います。 

○大宅委員 猪瀬さんに質問があるんですけれども、私は国が出すと言っているなら、先に払ってもらって

軽くして方がいいと思うんだけれども、何で全部一緒にした方がいいという、なぜですか。 

○猪瀬委員 この閣議決定というか、整理合理化計画ではすべてそうなんですが、「日本道路公団と同時に

民営化する」という言葉がありまして、同時に民営化するという意味は、これはいろんな玉虫色の解釈にな

るんですけれども、あくまでも保有・債務返済機構の中に一体的に流し込みながら、区分経理しながら、な

おかつ分割民営化する形になりますから、現状の公団組織を前提で考えるのではないので、現状の公団の債

務はあるのだけれども、新しい民営化の組織を前提に考えろという意味で僕は理解しているんです。つまり、

基本的に今、大宅さんの御質問に対しては、一番最初に国民負担の最小化という前提ですから、国民負担の

最小化に即してスキームを考えるということで始まったと思うんですよ。ですから、今までの様々な試算が

ありました。いろんな人が出したいろんな試算があったんですけれども、そういう試算も40兆円を前提と

した試算でありまして、40兆円を前提として国民負担最小化という原則に基づいた試算で、もちろん、こ

れだけの税金投入をしなければいけないという試算もありました。ただ、基本的に40兆円を前提にした試

算でやっていくということだったと思います。 

 そこで、このときに、本四の債務処理をどうするかということはいくつかいろいろ提案があるのは当然だ

と思うんですけれども、最終的には、40兆円の中で解決するという話でずっと試算をやってきたというこ

とは、この委員会の討論の事実であります。 

○田中委員長代理 議論の経緯は猪瀬さんのおっしゃったとおりですが、私は国民負担という点から考えた

ときに、40兆円の中で消化していくのか、やっぱり本四は本四として整理していくのかというのは非常に

重要な論点で、将来を考えたときに国民負担、1.2 兆円を今日提案されたような形で処理することは非常に

いいことだと私は思います。ただ、それで皆さんの意見がどうなのかというのは議論してみる必要はあると

思いますが、考えようによれば、損切りといった考え方にもなるかもわかりませんが、将来のリスクを考え

たときに、私はこういう考え方は有力な考え方だと思っています。 

○今井委員長 ですから、閣議決定でも、道路公団には国費は入れない、こう書いてありますが、ここの本

四は、道路予算と地方の負担とはっきり書いてあるんですよね。ですから、それをベースを物を考えて、将

来、組織を考えるときに、例えば道路公団と本四が一緒になるとか、そういうことは今後考えたらいいと思

うんですけれども、今ここで一兆何千億というものを処理しないと、破産したままずっと持っていくことに

なりますから民営化なんかできないわけです。 

○田中委員長代理 その点は私は委員長の意見に賛成です。本四だけについての考えね。ほかの委員がどう

思われるかは別問題でありますが。今、日本道路公団についても言及されましたけれども、その点について

も、道路公団と書いてあって、「事業」についてと書いてあるわけですから、15年度、16年度は確かに事

業に国の費用、国費を入れないというのはわかるのですけれども、新しい会社になれば、どういう組織にな
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るか別ですから、これは私は国費云々の問題ではないと、話は別の話になりますけれども、私はそういうふ

うに理解しております。だから、15年度予算、16年度予算、日本道路公団の予算については私は委員長の

おっしゃった話で結構です。 

○松田委員 今までの議論の中で、確かに猪瀬さんの言うように、ここのところはあいまいになっていて、

40兆円の中で一体として道路予算も使って、道路公団の収入も使ってできるだけ税金を安くして、投入し

ないで持っていこうというふうに考えていたことは事実なんですね。ですけど、おっしゃるように、結果は

国と地方とで全部払ってくれますよというなら債務が減るのだから、それはそれで結構なんですよ。ただし、

そのときは、相当の覚悟が要るのでありまして、要するに、我々の処理する債務なんて外しちゃうんですか

らね。あとで足りなくなったから、道路の収入を使うんだとかいってくれてもこれは困るんですよ。絶対に。

だから、国の予算があるから、ないからといっても、年度は違ってもいいけれども、ちゃんと処理するとい

うことをきちんと我々として覚悟して言わないと、後でそれが変動したので、ＪＨの料金をこっちへちょっ

と入れますというわけにはいかない。債務がある程度確定しちゃうんですから。そこのところをきちんと腹

を合わせておかないとまずいと思いますよ。それで行くというなら、私もそれは別にいいですよ。安くなる

んだから。 

○今井委員長 だから、国の予算がどうなるかということはちょっとわかりませんからね。その方針で交渉

しようということです。 

○猪瀬委員 ちょっと待ってください。これは重要な問題だから、もともと中間整理で４公団の一体処理と

いうのをやってきたわけで、あえて言いますけれども、ＪＨの負担が軽くなると、道路をつくれということ

のなるんですよ。結局そういうことになりますから、ＪＨというか新しい民営化会社は、借金返すために頑

張るしかないんですよ。これをどこかで抜道をつくると、結局余裕が出た分道路つくりなさいよという話な

っていきますから、そこのところはよく注意しないと問題が起きますよ。とりあえず、この問題は中間整理

と話が違ってきていますので、ここは僕は今日はまとめてはいけないと思います。 

 これ、いつの間にか話がすり変わっているんですよ。これは何のために保有・債務返済機構にしたかとい

う根本が崩れてしまいますから、これは切り離して、簡単に言えば、今言ったように税金で処理するという

ことでしょう。それをやっていったら全部崩れてきますよ。どんどん道路つくりなさいという話になってき

ますので、ここのところはやはり気をつけないと。 

○田中委員長代理 そのこととは、あなたがおっしゃる、そう思っておられたということはそうかもわから

ないけれども、今までの経過を私はそうは思っていなかった。本四は本四で解決するのがすっきりすると思

っていたので、中間整理で皆さんの合意が、猪瀬さんのおっしゃるとおりであったとは私は理解しておりま

せん。 

○今井委員長 だけど、これは予算の問題があるから、ここで少なくとも大きな考え方だけ決めておかない

と困ると思って言っているわけですが、まだ時間がありますから、それじゃ、もうちょっと保留しましょう。

だけど、これはそういつまでも保留できないと思いますから。 

○大宅委員 さっき猪瀬さん、本四はもうこれででき上がっちゃってというか、仕上がったものだから、こ

れは別だよねという話がありましたよね。何となく私は本四別という感じがしていた。 

○猪瀬委員 前にも言ったけれども、結局、本四はペンキ塗る会社にして置いておくわけじゃないから、全

国区にして、そして分割してその中で本四の宣伝とか、広報とかもやって、それである分割会社の中で経営

をしていくということであって、そういう考え方ですから、本四という橋だけ残した会社をつくるわけでは

ないんですよ。今後、将来ね。そうすると、持っている債務を一定程度というか、保有・債務返済機構の中

で処理しつつ、道路料金も含めて、税金というのは、今までの出資も含めて検討していくということでずっ
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と議論の流れはあったというふうに僕は思っていますから、これはペンキ塗る会社だけにして落としていく

ということではだめだと思います。 

○中村委員 区分経理というふうな考え方できた一番の眼目はここにあるというふうに理解しておりますが。 

○川本委員 この委員会は、今井委員長が閣議決定に忠実にということで進められてきました。私も異議を

唱えさせていただいたけれども、やはり閣議決定を前提にとしりぞけられました。ここに国の財源と書いて

あるので、これがまた崩れていくと、いろんな議論を崩し得る可能性が出てきてしまうということだと思い

ます。 

○今井委員長 私も中間報告をしたときに何回も申し上げているように、総理は今後閣議決定の線に沿って

検討してくれとはっきり言っていますから、閣議決定の線に非常に忠実に僕は進めているつもりでおるわけ

です。この問題についても。 

○松田委員 いずれにしても、もう今日は時間ですから、今度木曜日ありますね。そのときには、今日やれ

なかった前回の議論、この議論、建仮のやつ、宙ぶらりんにしておかないできちんと多数の意見はどこにあ

るかということで１つずつ決めていく必要があると思うんです。 

○田中委員長代理 場合によっては採決してもいいんですよ。 

○松田委員 それでもいいです。きちんと決めていかないと、いつまで経っても先へ行っちゃいますから。

また元に戻りますから、そうじゃなくて、きちんと物事は、それはいろんな意見がありますけれども、およ

そこの意見でいけるのかどうかというので１つずつ決めていくのを木曜日にしていただきたいと思います。 

○大宅委員 賛成です。 

○今井委員長 今日は建仮の議論は全く触れられませんでしたが、次回その問題について、それからそれ以

外の問題についてもありますので、事務局、説明してください。 

○板野事務局長 今お配りをいたします。 

                （資料配付） 

○猪瀬委員 僕の出したやつで、読み上げだけで終わります。省略しながら読み上げて。基本整理をやって

からやります。 

○松田委員 この間から論議になっている高速道路、一般道路というものをどこに帰属させるかということ

が明確になっていませんね。料金は一定。高速道路と同時期まで料金徴収期間は延長するというのだけれど

も、私の主張は高速道路はずっと料金はとるべきだという主張ですから、したがって、ネットワークとして、

それと一緒になるものはずっと料金をとるんですよ。どこかで打ち切って開放するんじゃないんです。 

○田中委員長代理 ２番目の黒ポツね。「ネットワーク型」の一般有料道路については、高速自動車国道と

同時期まで料金徴収期間を延長するんだから、高速自動車国道は今一本なんですから、高速自動車国道の最

後までということなんですね。これを無料開放する。無料開放するかどうか……。 

○松田委員 日本語として、どこかでちょん切れちゃうような感じがしない？ 

○田中委員長代理 私の考え方から言えば永久有料なんだけれども、永久なんですよ。私は永久と読んでい

ます。 

○松田委員 だって、読めるこれで。 

○田中委員長代理 日本語としていいかどうかというのはまた別問題だけど。 

○柴田次長 永久有料については、使わないとか、検討しないとか、たしか中間整理のときに随分あったと

思いますが、とりあえず、一般有料については、こういう考え方のもとでということでよかったのではない

かと思っておりますが。 

○田中委員長代理 言葉は使わないけれども、運命をともにするということでしょう。要するに、一言で言
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えば、ネットワークは。 

○今井委員長 そう理解しないと。 

○松田委員 同等に扱う、同じに扱うんですね。 

○柴田次長 失礼しました。同等にするというのは何を同等にするということでしょうか。 

○田中委員長代理 扱いというのは、ここで言えば、黒ポツの２つ目の同時期まで料金徴収期間は延長する

という意味ですよ。 

○柴田次長 了解しました。 

○大宅委員 この時期までといったら何か時期があるように見えますよね。延長するという言い方するとね。

ある決まった時期があるような。 

○田中委員長代理 無料開放にこだわっているんですよ。だから運命をともにする。 

○大宅委員 わかります。 

○今井委員長 猪瀬さんお願いします。 

○猪瀬委員 さっきのネットワークのことで。「ネットワーク型」の一般有料道路については、高速自動車

国道と同時期まで、だから、これはできるだけ短くという意味が、ニュアンスが入った方がいいと思います。 

○今井委員長 要するに、高速自動車道とネットワーク型一般有料とは物の考え方で区別しないということ

を言っているわけです。 

○猪瀬委員 じゃ、すみません、時間がないので。この間、国土交通省の道路局長がいらっしゃいましてヒ

アリングしたんですが、一応ここで確認しておきたいんですけれども、いくつか問題点がありましたので、

委員会の席上で確認します。 

 10月４日付「合理的なモデルにより、再計算を」に対する国交省の回答について。 

 たったひとつの要素でピークを10年に引き延ばす「免許保有率」のモデルは合理的か。道路関係四公団

民営化推進委員会は、国交省の交通事業推計に重大な欠陥が数多く含まれていることを発足当時から指摘し、

実証してきた。その過程で、国交省の事業推計は、経済構造が変化しつつある1990年代以降においてもバ

ブル期のトレンドを多用しており、「右肩上がり」の過大な将来推計になっていることが判明したため、ト

レンドモデルを用いた部分を現況値に固定した場合の推計を依頼した。 

 その結果、（１）免許保有率のみ国交省ケース／それ以外は現況値に固定して推計した場合には、交通需

要（乗用車）のピークは2020年。 

 （２）免許保有率を含めたすべてを現況値に固定して推計した場合には、交通需要（乗用車）のピークは

2010年。 

 となり、免許保有率の設定によってピークに10年も差が生じることが明らかになった。つまり、国交省

の交通需要推計においては、「免許保有率」のモデルがおよぼす影響力が異常に大きく設定されているとい

う事実が現況値に固定した場合の推計結果から明らかになったのである。 

 このことから、10月２日付で国交省へ質問書を送付し、（１）免許保有率の設定の仕方に問題があるの

ではないか。（２）免許保有率が上がれば交通需要も上がるというモデル設定に問題があるのではないかと

指摘し回答を求めた。（この質問に対して当方は、国交省から明確な回答を得られたとは認識していない。

したがって、以下の質問について再度回答を求める） 

 以上のような問題意識から、９月20日金曜日及び10月４日金曜日の委員会で国交省ヒアリングを行い、

委員会は、今、国交省が作業を進めている標準ケースの推計について、推計モデルを修正することなく９月

末に高速利用総交通量を算出し、区間別の利用交通量を10月中旬に算出するという国交省のスケジュール

を見直していただくよう佐藤信秋道路局長に対して要求し、了承を得た。 
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 上記（１）及び（２）の指摘を踏まえて国交省として検討し直し、修正した正しい推計モデルに基づいて

需要予測をやり直すべきである。誤った推計であるという指摘がありながら、修正をせずに推計を続けて誤

った推計結果を公表すべきではないと当委員会は考える。国交省は現在の推計の問題点を認識し、反証でき

ない結果について至急、修正していただきたい。 

 免許保有率最大値は現実のデータからの推計でなく、恣意的に「設定」されている。この部分は省略しま

す。 

 次、バブル前のデータから、今の時代の傾向をみるのはいかがなものか。 

 10月４日付、国交省からの回答によると、「構築されたモデルを用いて2000年の免許保有率を推計する

と、ほぼ実績値と同様であり、近年においても十分に再現性が確保されている」とのことであるが、提出さ

れた「表１ 免許保有率の実績値と推計値（第一種、普通免許、25歳～29歳、男女平均）」データの①25

歳～29歳、②16歳～24歳、③30歳～69歳、④70歳以上のそれぞれのバージョンを男女別に御提出願いた

い。また、推計値については2030年まで御提示願いたい。なお、数字は小数点以下二桁までとされたい。 

 次、推計する場合は、最新のデータから客観的に求めるべき。 

 10月２日付での当方の要求は、（１）最新のデータを用いること、（２）最新のデータによってRateMAX

(免許保有率最大値) を推計すること、（３）上記（１）（２）を踏まえた上で、どのようなモデル設定が

適切か国交省として検討しなおし、修正した正しい推計モデルに基づいて需要推計をやり直すべきの３点で

あった。 

 （１）の最新のデータを用いることについては、データの入手の制限により、1980年～1993年のデータ

を用いたとのことであるが、この点については、最新のデータが使えないというのでは、国交省が利用して

いるモデル自体が適当ではないのではないかという根本的な疑問が残る。 

 いずれにしても、（２）の最新のデータによってRateMAX(免許保有率最大値) を推計することについて

は、未だに明確な回答が得られていないような状況である。 

 したがって、当方は、10月２日付の質問事項に対する明確な回答をいただけるよう、引き続き求めるも

のである。 

 なお、この作業については、ある程度の時間を要することも想像されるが、仮に時間がかかるとしても、

正しい需要推計を出さなければ意味がない。時間内に誤った推計結果を出すのではなく、適切な推計モデル

に修正しなおし、正しい需要推計結果の数値をできるだけ早期に公表されるよう求める。 

 以上です。 

○田中委員長代理 これは猪瀬さんの名前で10月７日でお出しになったんですか。 

○猪瀬委員 一応これで出して回答を求めているということです。基本的に道路局長というか、国交省が来

ましたけれども、明確な回答じゃなかったんですね。こういうことはきちんとやらないと、高速道路の総需

要量がこういうところから決まってきますので、それこそ国家百年の大計ですから、誤魔化しのある数字で

やってはいけないということであります。 

○松田委員 前に指摘してありますけれども、一番疑問は、高齢化が異常に始まっている中で免許を保有し

ているということ、実際に運転をしているということとイコールであるのかどうかという議論があるんです

よ。 

○田中委員長代理 ヨーロッパの例を引っ張っているだけなんですね。 

○松田委員 大抵運転している人は保険を掛けているわけでしょう。だから、保険を掛けている人の年代別

の、例えば65歳以上の人の数と免許保有者の間にはかなり格差があるのではないかと私は思っているのだ

けれども、調べていないのだけれども、そういうのを見れば、私だって免許持っているけれども15年も運
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転していませんしね。優良運転免許証ですけれども、つまり身分証明書に使っているだけなんですね。だか

ら、だんだん年をとって老眼がひどくなっていったら、特異な人以外は、あるいは平素訓練している以外は

使えないですよね。恐らく今井さんも運転はできないでしょうけれども。 

○中村委員 何回も言いますけれども、私はこの推計というのは現在できる限りのことをやっていて、何の

予見も持たずにやっているということで、これで十分大丈夫だと思っています。逆に、もっと少なく推計す

べきだとか、カーブが早く下向くようにすべきだとかという、そういう予見、期待を持ってこういう推計を

することというのは、かつて意図的に多めに推計したといって非難を受けるのと全く同じようなことをやろ

うとしている。これは25年経った後の結果を見れば明らかで、この議論はもういい加減で打ち切った方が

みんなのためではないかと思っています。 

○猪瀬委員 国交省だけでやっているわけじゃないから。今、松田さんが言われたように、免許を持ってい

ても車を乗らない人が結構多いんですよ。今井さんもそうですよね。後ろの席に乗っている人はいいけれど

も。 

○中村委員 でも、個人に差がありまして、私なんか毎週２回も御殿場まで走ることもありますけれどもね。 

○猪瀬委員 中村さんのような人もいるし、そうじゃない人もいて、免許保有率と免許稼働率は違うんです

ね。ペーパードライバー率というのがあるわけですよ。それを出さないとこれは成り立たないんですよ。 

○中村委員 だけど、それまで調査というのは不可能ですよ。だから、世界全部で増えているときに、日本

だけ、これは減るんだというのを言うというのは、よほどのデータがあって示せないと言えないですね。 

○猪瀬委員 別に減るとか言っているんじゃなくて、正確なデータに基づいて計算しましょうと言っている

だけですから。80年から93年のバブル期のデータを使っているようでは困りますよ。一応これは国交省に

出しています。 

○今井委員長 それでは、事務局から次回というか、データが出ているんでしょう。今日は出ていないの。 

○板野事務局長 今のお話でちょっと整理しますが、猪瀬委員から今お話があった件は、国交省に既に事実

上伝えておりますので、正式に今日またこの委員会で御披露があったということで国交省の方に今の質問は

ぶつけさせていただきます。 

 それからもう一つ次回でございますが、次回は先ほどの松田委員から懸案となっている問題についてぜひ

議論をお願いしたいというお話がございました。これをやっていただくかどうかというのがまず一点ござい

ます。それから、そのほかにまだ個別の問題として、例えば貸付料のスキームをどういうふうに考えるか、

あるいは料金制度としていろんな料金の設定の仕方があるわけですけれども、設定のスキームと同時に、そ

の弾力的な料金制度、あるいは個別路線の性質を考えた料金制度、そういうことについてもいろいろ御議論

いただく必要があるんじゃないか。そういう問題が残っております。また、これはスキームによるわけです

が、基本的なスキームが決まれば、それに対応した国と新会社の間の契約制度について、どういうような内

容のものにするかという議論もまだ残っております。それから、地域分割の論議が中間整理で検討課題にな

っておりますが、事務局からもまだ資料も一切お出ししておりませんし、まだ議論もしていただいていない。

そんな状況でございます。 

 それで、今申し上げた残っている課題のうち、貸付料なり、契約制度なり、料金制度については、かなり

前に事務局が勉強した成果を参考資料としてあらかじめお届けをしておりますが、ほぼそれをベースに討議

資料としてお出しをしたいというふうに考えております。地域分割に関してまだ全然資料も出ておりません

ので、これからいろいろ用意もしたい、そんなふうに思っております。 

 それで、もしよろしければ、今日この後、終わってお帰りになるときに、今用意ができておりますのが、

貸付料と料金の関係は、前にお渡ししたものに若干毛が生えたような程度のものなのなんですけれども、討
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議資料を準備しておりますので、それはお渡しをしておいてお持ち帰りいただくことはできると思います。

ただ、次回どこまで、どういうテーマについて議論に入れるかということとは別でありますけれども、お渡

しはできるというふうに思っておりますが、それでよろしゅうございますでしょうか。 

○松田委員 事前にいただいていた方がいいですから、それはいただきましょう。それから、分割の議論と

いうのをかなり手間がかかるし、事務局でもかなりの御負担をいただかなきゃいかんので、今から十分にデ

ータを集めて考え方を整理してほしいというふうに思います。次回は今まで前回から残っている今日のもの

を含めて、これをきちんと右か左かどうなのかというのを決めないと先へ進めないと思います。 

○田中委員長代理 今日のし残しからとにかくやらなきゃいかんですね。仕掛品をどうするか、私は道路公

団の15年度予算、16年度予算をどうするのかという、さっきの話はまさにそうなんですが、私たちは凍結

と言っているんだけれども、道路公団の予算の考え方の基準が示されていないから動きはないですね。当面

の急ぐ話からやっていくべきだと思っております。 

○今井委員長 それでは、次回そういう問題についてもう一回やりましょう。 

○板野委員長 次回は10日でございますが、開始時間はいつも午後２時なんですが、10日だけは午後３時

から午後６時になりますので、時間をお間違えのないようにお願いいたします。午後３時からです。 


